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はじめに 

 

日本農業法人協会のルーツは、平成 8 年 8 月に全国の農業法人経営者の有志が集まって任

意団体として設立した「全国農業法人協会」です。その後、関係各方面の協力を得て、平成

11年 6月に社団法人を設立して現在に至っています。 

日本農業法人協会は、主な活動に「農業政策への提案・提言」、「調査研究」、「情報発信・

提供」を掲げ、会員自らが農業経営の発展を目指してネットワークを築いてきました。 

もともと農村社会の中で農業法人は異端児的な存在でした。しかし、平成 11年に制定され

た「食料・農業・農村基本法」で農業経営の法人化の推進が明記されたことで、政策的な位

置づけがなされ、農業の「担い手」として広く認知されるようになってきました。農業法人

は、単なる生産者という枠から飛び出し企業的な経営を目指す中で、農畜産物の品質や生産

性の向上とともに自ら販路拡大に努め、加工や直売などの多角化によって付加価値の向上に

も早くから取り組んできました。また、経営資源である農地の保全管理、従業員雇用の拡大

など、地域の活性化とは切っても切れない関係を築き、地域とともに経営発展を目指してい

ます。 

このように、農業法人の事業活動は活発化していますが、その実態は政府の統計でもあま

り明らかにはなっていません。 

「農業法人はどのような経営を実践しているのか？」その実態を把握するため、日本農業

法人協会では 2008年度より加盟する会員を対象に経営の実態を調査し、結果を公表して参り

ました。今回は、調査結果に加えて税務をはじめとした農業法人経営に役立つ多様な情報と

農業法人の経営紹介、協会活動の紹介も掲載しています。 

この「農業法人白書」によって、農業法人の実態が明らかになり、経営発展に資する取組

みが少しでも拡大することを祈念しています。 

 

2013年 5月 

公益社団法人日本農業法人協会 
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１．2012 年農業法人実態調査結果 

 

 

 

 

 

 

＜調査結果の概要＞ 

（カッコ内は No.） 

○設立からの経過年数は平均 17.5 年(2) 

○会社形態は特例有限会社を含め株式会社が 81.9%。業種は稲作が 30.9%。(3) 

○経営者年齢は約 6 割が 50～60 代。平均年齢は 56.7 歳。(5) 

○役員数は平均 3.4 名。障害者雇用は 38 社(平均 2.1 人)。(6) 

○農業法人で女性が参加しているは、従事者が 88.0%、役員が 58.4%。 (7) 

○2012 年の平均売上高は、2 億 8,714 万円で前年比 10.4%増加。 (9) 

○消費者直売の割合が高いのは、稲作 35.4%、果樹 31.0%。 (15) 

○経営に関係する行政数の平均は、都道府県が 1.04、市町村が 1.25。(19) 

○各種認証・認定については、前年に比べ「取得している」が 12.3 ポイント増加。 

(21) 

○経営課題は、生産性の向上・コスト対策・品質向上・社員育成が 50%以上と上位

を占める。 (24) 

○輸出を行っているのは、香港 26 社、台湾 24 社、シンガポール 15 社。（27） 

○後継者については「すでに決めている」「候補者はいる」をあわせると 75%。(31) 

○６次産業化ファンドについて検討中が 8.8％。(33) 

○消費税増税に対する懸念・課題は、「価格転嫁が難しい」が 60%、「影響はない」

が 7%。(34) 

日本農業法人協会は、会員である農業法人及び法人化志向農業者を対象に、経営発展

の動向を把握するため、経営の概要や様々な取り組み、政策への意向等に関する調査を

実施した。調査方法は、1,722 会員を対象に 2012 年 9 月～2012 年 12 月の間、郵送留置

き法で実施した。この結果、回答は 878 会員、回答率は 51.0%であった。 

2012 年の調査内容は、経営者や業種、業態、雇用など経営に関する基本項目に加え、

経営課題、農産物輸出や資材輸入などの海外事業展開、再生可能エネルギーの取組み、

制度・政策に関する項目とした。 
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アグリビジネス経営塾第 549 号（平成 24 年 11 月 8 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正消費税法案が成立し、現行５％の消費

税率が、平成 26 年 4 月から８％に、27 年 10

月から 10％に引き上げられることになりま

す。消費税は、低所得者ほど実質的な負担が

大きくなる「逆進性」が問題で、低所得者対

策をどうするかが今後の課題です。 

 

§給付付き税額控除と軽減税率 

低所得者対策として、政府・民主党は給付

付き税額控除を基本と考えています。これに

対して、自民党・公明党は軽減税率の導入を

主張しています。また、ＪＡ全中は、食料品・

農産物等について、究極の軽減税率であるゼ

ロ税率の導入を要望しています。「近いうち」

に解散総選挙があれば自民・公明両党が主体

となった政権になることが予想され、軽減税

率導入の可能性が高まっています。 

（公社)日本農業法人協会では、現在、消費

税増税後の課税方法についての意向を調査し

ています（平成 24 年度会員基礎調査）。11 月

5 日現在の中間集計では、回答のあった 151

社のうち、「わからない」とした回答が 36 社

（23.8％）と多かったものの、「軽減税率が望

ましい」の 42 社（27.8％）が、「一律課税（筆

者注：単一税率）が望ましい」の 39 社（25.8％）

を若干、上回っています。軽減税率の導入は、

一見すると単純で効果的に見え、一般的な理

解も得やすいようですが、本当にそれで大丈

夫でしょうか？ 

 

§軽減税率導入による農業法人への悪影響 

軽減税率の導入で懸念されるのが、土地利

用型農業法人の消費税負担の増加です。軽減

税率の導入にはインボイス方式が前提となり

ますが、免税事業者はインボイスの発行がで

きないため、免税事業者からの仕入れについ

て仕入税額控除が認められなくなります。土

地利用型農業では、地権者に畦畔の草刈りな

どの圃場管理費を支払ったり、農事組合法人

の場合には従事した組合員に従事分量配当を

支払ったりしており、これらは課税仕入れと

なりますが、その支払先のほとんどが免税事

業者です。現行の帳簿方式では、課税取引で

あれば、免税事業者に支払った分も仕入税額

控除として認められています。インボイス方

式を導入した場合、免税事業者が事業者間取

引から排除される懸念が指摘されていますが、

圃場管理料や従事分量配当の支払いでは、地

権者や組合員である免税事業者を取引から排

除できないため、仕入れ分の消費税も含めて

農業法人が負担しなければならなくなります。 

インボイスとは、税額及び事業者番号が記

載された請求書・領収書です。軽減税率が導

入されると、異なる税率の取引を区別して正

確な税額計算を行うため、インボイスの発行

を販売事業者に義務付けられることが避けら

れません。 

 

§まだある軽減税率の問題点 

軽減税率を低所得者対策として導入するの

であれば、食料品であっても高級品は除外す

べきでしょう。しかし、かりに高級品の除外

を徹底すれば、国産黒毛和牛は標準税率で輸

入牛肉は軽減税率といったことになりかねま

せん。一方、輸入品を標準税率として国産品

を軽減税率とすれば新たな貿易摩擦となりま

す。軽減税率の対象品目について合理的な線

引きをすることは非常に難しく、イギリスで

はある菓子がケーキ（軽減税率）かビスケッ

ト（標準税率）かを巡って 13 年間にわたって

法廷闘争が繰り広げられた事例があります。 

このため、軽減税率を導入する場合、低所

得者対策という本来の趣旨に目をつぶって、

食料品全般を軽減税率とする方向になりそう

です。しかし、その場合、食料品購入額の大

〔税務〕 

消費税の引上げと低所得者対策 

森税務会計事務所所長 

（一社）全国農業経営コンサルタント協会専務理事 

税理士・行政書士 森 剛一 
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きい高所得者の方が低所得者よりも負担軽減

になるという矛盾を生みます。また、軽減税

率の導入は多額の税収減を招き、税収確保の

ために標準税率を高くせざるを得なくなりま

す。かりに 10％の消費税率で消費税の課税ベ

ースの４分の１程度を占める飲食料品等の適

用税率を５％に据え置くと 3.3 兆円程度の減

収となるという試算もあります。この場合、

10％単一税率と同程度の税収を確保するには、

標準税率を 12％程度にする必要があります。 

また、ＪＡ全中が要望するゼロ税率は、消

費者向けの低所得者対策というよりも価格転

嫁対策となっています。零細事業者が多く、

大型量販店の価格支配力が高い農業では、価

格転嫁が難しいというのがその理由です。し

かし、そうであれば、下請けの中小企業全般

にも言えることで、農業者だけを優遇しろと

いう主張は、農業者の立場を孤立させること

になりかねません。しかも、ゼロ税率にした

からと言ってスムーズに価格転嫁できる保証

はなく、川下サイドの価格支配力が変わらな

ければ価格切下げの圧力を受け続けることに

なります。ゼロ税率導入によって農業者に生

ずる消費税還付を理由として、その分の値引

きを要求されることも懸念されます。 

さらに、軽減税率の導入によってインボイ

ス方式が導入されれば、仕入税額の積み上げ

計算が必要となり、帳簿上の仕入税額と仕入

先からのインボイス記載の税額との一致を確

認するなど、経理負担も増えます。消費税の

還付申告が増えますので、農業法人向けの税

務調査も増えるでしょう。 

 

§給付付き税額控除にも課題が 

一方、給付付き税額控除は、消費税の税率

引き上げによる生活必需品の消費税の負担増

の分だけ、所得税の税額控除によって減税す

る方法です。控除額が所得税を上回る場合は、

引ききれない分を所得者に給付する制度のた

め、「給付付き」税額控除とよばれています。

対象者を絞り込むことができるため、低所得

者対策としては軽減税率よりも有効に機能し

ます。また、軽減税率では、対象品目の線引

きのような裁量の余地が生じますが、そうし

た問題のない給付付き税額控除では、中立性

の高い税制とすることができます。 

ただし、給付付き税額控除は、不正還付・

不正受給を防ぐことが課題で、所得の把握が

必要となることから、マイナンバー制度の導

入が前提とされています。しかし、マイナン

バー制度で所得が透明になることへの抵抗感

も強く、制度の稼働・定着に時間がかかりそ

うです。 

 

§低所得者対策はフードカードによる給付で 

そこで筆者が提案するのは、給付を現金で

はなく、フードカード方式によって食料品に

限定する方法です。カードで本人を特定する

ことで不正受給を防止する効果が期待できま

す。具体的には、食料品購入専用の顔写真入

りのデビットカード（または電子マネー）と

いったイメージです。給付付き税額控除によ

る給付金や生活保護費の一部を専用口座に振

り込んで、その分の金額をカードでの食料品

購入として使えるようにします。低所得者を

含めて国民全体の食料品の購買力が高まれば、

農産物に係る消費税の価格転嫁もスムーズに

なります。 

ただし、フードカードを持っていることが

低所得者の証しとなれば、差別を助長しかね

ません。そこで、給付金の対象でない世帯で

も自分で専用口座に振り込めばフードカード

を発行できるようにします。このとき、フー

ドカードを使った国産食料品等の購入に対し

てポイントが付与される仕組みにすれば、国

産農産物の需要拡大に繋がり、有利な価格形

成が可能になるのではないでしょうか。 
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アグリビジネス経営塾第 559 号（平成 25 年 2 月 7 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§平成 25 年度税制改正の農業関係事項 

平成 25 年度税制改正大綱が平成 25 年 1 月

29 日に閣議決定されました。農業関係の主な

改正事項としては、農業経営基盤強化準備金

制度が法人税、所得税とも２年延長されるこ

とになりました。 

 

§農業経営基盤強化準備金の制度の延長 

農業経営基盤強化準備金制度については、

拡充も縮減もなく、２年間の単純延長となり

ました。現行税制では、青色申告をする認定

農業者である農業生産法人又は特定農業法人

が、平成 25 年 3 月 31 日までの期間内におい

て担い手経営安定法による交付金等の交付を

受けて積み立てた農業経営基盤強化準備金が

損金算入されますが、改正によって平成 27

年3月31日までに交付を受けた交付金等が制

度の対象となります。 

現行税制では、農業経営基盤強化準備金の

積立ての対象となる交付金が土地利用型農業

の交付金に限定されています。また、農業経

営基盤強化準備金を取り崩して圧縮記帳する

場合の対象資産が農地や農業機械などに限定

されています。(公社)日本農業法人協会では、

平成 25 年度税制改正要望において、畜産の経

営安定対策の補填金や農畜産加工品の販売収

入の一定割合を積立ての対象に加えるととも

に、圧縮対象資産に建物を加えるよう要望し

ましたが、実現に至りませんでした。 

 

§交際費課税の緩和 

交際費等の損金不算入制度における中小法

人に係る損金算入の特例について、定額控除

限度額が 800 万円に引き上げられ、定額控除

限度額までの金額が損金算入されることにな

ります。現行税制では、定額限度額は 600 万

円で、定額限度額までの交際費等の金額の

10％が損金不算入になっています。この改正

の適用期限について、閣議決定された平成 25

年度税制改正大綱には明記されていませんが、

経済産業省の資料によれば適用期間は平成

25 年度末までの１年間となっています。 

 

§エネルギー環境負荷低減推進設備等に対

する即時償却制度等の延長 

エネルギー環境負荷低減推進設備等に対す

る即時償却制度について、対象資産に熱電併

給型動力発生装置（コージェネレーション設

備）を加えたうえでその適用期限が平成 27 

年 3 月 31 日まで延長されました。また、エ

ネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した

場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

（環境関連投資促進税制）の対象資産に定置

用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産か

ら補助金等の交付を受けて取得等をしたもの

を除外するなどの見直しを行ったうえで、そ

の適用期限が２年延長されました。  

 

§相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件

が 60 歳以上に引き下げ 

相続時精算課税制度の適用要件について、

受贈者の範囲に 20 歳以上である孫を加える

とともに、贈与者の年齢要件を 60 歳以上に

引き下げられます。この改正は、平成 27 年

分以降の贈与から適用されます。現行税制で

は、贈与者の年齢が 65 歳以上に限定されて

いる一方で、農業者年金の旧制度の経営移譲

年金では 65 歳までに農業の経営廃止しなけ

れば受給できず、経営移譲年金による後継者

移譲の際に相続時精算課税制度を活用しにく

いという問題がありました。今回の税制改正

によって農業の経営承継が円滑に進むと期待

されます。 

また、現行税制では、受贈者の範囲が推定

相続人に限定されているため、通常は子のみ

が対象となり、孫については子が死亡した場

合に限られていました。改正によって子の生

死にかかわらず、20 歳以上であれば孫への贈

〔税務〕 

平成２５年度税制改正 

森税務会計事務所所長 

（一社）全国農業経営コンサルタント協会専務理事 

税理士・行政書士 森 剛一 
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与も対象となります。さらに、相続時精算課

税制度の対象とならない一般の贈与について

も、贈与税の税率構造が見直されて贈与税の

負担が軽減されることになりました。 

なお、相続時精算課税制度の贈与者の年齢

要件の引下げは、平成 23 年度税制改正大綱で

も改正することとなっていましたが、当時の

与党が参議院で過半数を持っていなかったた

め、税制改正法が成立しませんでした。 

 

§相続税・贈与税と農地等に係る相続税・

贈与税の納税猶予制度の見直し 

平成 27 年より、相続税の基礎控除につい

て「3,000 万円＋600 万円×法定相続人数」

に引き下げるとともに、最高税率が 55％に引

き上げられます。現行税制では、相続税の基

礎控除は、「5,000 万円＋1,000 万円×法定相

続人数」となっており、相続税の課税対象者

が全体の相続の 4％程度となっていますが、

改正によって 6％程度に課税対象者が拡大す

ると予想されています。 

また、農地等に係る相続税・贈与税の納税

猶予制度について、営農困難時貸付けの適用

を受けることができる事由に、上肢又は下肢

の一部の喪失等の農業に従事することが困難

な故障が生じたことが加えられることになり

ました。これに関連して、農地等の生前一括

贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度につ

いても同様の措置が講じられます。 

 

§農用地利用集積計画に基づき取得する土

地の不動産取得税課税標準の特例措置の

延長 

農業経営基盤強化促進法の規定による公告

があった農用地利用集積計画に基づき取得す

る農用地区域内にある土地に係る不動産取得

税の課税標準の特例措置の適用期限が２年延

長されました。 

 

 

 

 

 

 

アグリビジネス経営塾第 536 号（平成 24 年 7 月 12 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§農業者が利用できる労災保険特別加入制度 

労災保険は、労働者の業務災害に対する補

償を本来の目的としています。しかし労働者

でない農業経営者であっても、作業の実態等

からみて、特に労働者に準じて保護する必要

があると認められる者に対して、特別加入制

度が設けられています。特別加入制度は、労

働者ではないが労働者に準ずる者に対して、

労災保険への加入を認め、労働災害について

保護を図ることを目的として創設された制度

です。現在、労災保険特別加入者として、第

1 種から第 3 種が認められています。 

農業者が利用できる労災特別加入制度は、

「中小事業主等」（第１種）と「指定農業機械

作業従事者」及び「特定農作業従事者」（とも

に第２種）の 3 種類です。原則として重複し

て加入することはできませんので、どれか１

つを選択して加入することになりますが、次

のような注意点があります。 

イ 業務災害と認定される範囲は、各々で違

うので、実際の作業実態に応じて加入する。 

ロ ３種類のうち、法人農家の代表者（家族

従事者や代表者以外の役員を含む）が加入

できるのは、「中小事業主等」のみで、「指

定農業機械作業従事者」「特定農作業従事

者」は、自営農家と家族従事者、又は集落

営農や農事組合法人の構成員（代表者以外）

と家族従事者が対象となる。 

特にロについて、①実態として法人農家の

代表者等が「指定農業機械作業従事者」や「特

定農作業従事者」で特別加入しているケース

は少なくないと思われる、②労働者を雇用し

ていない法人経営においては、代表者等が労

災保険特別加入制度に加入することができな

〔労務〕 

労災保険特別加入制度 

全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長 

キリン社会保険労務士事務所所長 

特定社会保険労務士 入来院 重宏 
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い、という問題点があることから、柔軟な対

応が求められると考えます。実際に県によっ

ては、「法人農家の経営者等が指定農業機械作

業従事者、特定農作業従事者に加入できない

という通達等はない」ことから「今までどお

り、法人農家の経営者の指定農業機械作業従

事者、特定農作業従事者の労災特別加入の申

請を受け付ける」という判断をしており、実

態の調査の必要性を強く感じています。 

①中小事業主等 

農業の場合、常時 300 人以下の労働者を使

用する事業主（法人の場合はその代表者）と

その家族従事者等は、「中小事業主等」として

特別加入制度に加入することができます。（継

続して労働者を使用していない場合も、労働

者を使用する日が年間に 100 日以上ある場合

には、特別加入の対象となります。）労働保険

事務組合を通じて加入することになり、労働

者に係る労働保険（労災保険、雇用保険）の

事務処理を当該労働保険事務組合に委託する

ことが条件となります。 

原則として、あらかじめ届け出た労働者の

所定労働時間中の農作業上（畜産、養蚕、農

畜産物の加工、販売を含む。）の災害が補償の

対象となります。 

②指定農業機械作業従事者 

自営農業者（労働者以外の家族従事者を含

む。）であって、トラクターやコンバイン等の

あらかじめ指定された農業機械を使用し、土

地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採

取の作業を行う者が加入できます。 

補償は、指定された農業機械を使用してい

た時の災害のみが対象となります。補償の対

象となる農作業の範囲は、農作業のすべてで

はなく「農業における土地の耕作若しくは開

墾又は植物の栽培若しくは採取の作業」に限

定され、養蚕や畜産の作業は除かれます。 

③特定農作業従事者 

経営規模の大きな農業者を対象としており、

具体的には、年間農業生産物総販売額 300 万

円以上又は経営耕地面積２ヘクタール以上の

規模（営農集団又は農事組合法人において上

記規模以上であれば、各構成農家につき規模

要件を満たしたものとして取り扱う。）で、土

地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは

採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行

う自営農業者（労働者以外の家族従事者含

む。）であり、下記のⅰからⅴまでの作業に従

事する者が加入対象となります。 

ⅰ）動力により駆動される機械を使用する作業 

ⅱ）高さが２メートル以上の箇所における作業（40

度以上の傾斜地における作業については、水平面

から２メートル以上の高さがあれば、その箇所に

おける耕作作業も対象となる。） 

ⅲ）サイロ、むろ等酸素欠乏危険場所における作業 

ⅳ）農薬散布の作業 

ⅴ）牛・馬・豚に接触する又はそのおそれのある作

業（調教は、耕作等作業に該当しないので対象と

ならない。） 

 

§保険給付 

保険給付のうち療養（補償）給付について

は現物支給なので、特に給付額において一般

の労働者の場合と異なるところはありません。

しかし、その他の保険給付については、労働

者の場合、その労働者の平均賃金に相当する

額を給付基礎日額とし、これを基礎とし所定

の率や日数を乗じて得られる額が給付される

額となりますが、特別加入者の場合は、この

基礎となる賃金がないので、これに代わるも

のとして、3,500 円から 20,000 円までの範囲

で定められた給付基礎日額に所定の率や日数

等を乗じて得た額が保険給付として支払われ

ることになります。なお、この給付基礎日額

は、保険料算定の基礎としても使われるので、

保険料の負担や給付の額等を慎重に考慮して

選ぶ必要があります。 

労災特別加入制度では、被災労働者等援護

事業から支給される「特別支給金」のうち、

ボーナス等の特別給与を算定の基礎とする

「ボーナス特別支給金」については支給され

ません。また、特定農作業従事者及び指定農

業機械作業従事者については、住居と就業の

場所との間の往復等の状況を考慮して、通勤

災害は補償されません。 
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アグリビジネス経営塾第 546 号（平成 24 年 10 月 11 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§65 歳までの雇用の義務化 

65 歳まで働きたい人全員の雇用を義務づ

ける高年齢者雇用安定法（高齢法）が成立し

ました。（施行期日は、平成 25 年 4 月 1 日で

す。）今回は、高年齢者等雇用安定法の経緯と

今回の主な改正について説明いたします。「高

年齢者等雇用安定法」と高齢者雇用対策の経

緯の概要を整理すると下表のようになります。 

改正年（西暦） 

法律制定・改正 

定年の引き上げ、継続雇用等

に関する主な内容 

昭和 61年（1986年） 

高年齢者雇用安定

法制定 

・60 歳定年の努力義務を規定 

・定年の引き上げに関する行

政指導を規定 

平成 6 年（1994 年） 

高年齢者雇用安定

法改正 

・60 歳定年の義務を規定（平

成 10 年 4 月 1 日施行） 

平成 12年（2000年） 

高年齢者雇用安定

法改正 

 

 

 

・定年（65 歳未満の場合）の

引上げ、継続雇用制度の導

入等高年齢者の 65 歳まで

の安定した雇用の確保を

図るために必要な措置（高

年齢者雇用確保措置）の努

力義務の規定 

平成 13年（2001年） 

雇用対策法改正 

 

・求人募集の際の年齢制限禁

止を規定（求人・採用時の

年齢制限撤廃の努力規定） 

平成 16年（2004年） 

高年齢者雇用安定

法改正 

 

・65 歳までの定年の引上げ、

継続雇用制度の導入等、希

望者全員の 65 歳までの雇

用の義務化。（努力義務か

ら義務へ） 

・労使協定により継続雇用制

度の対象となる労働者に

係る基準を定めたときは、

希望者全員を対象としな

い制度も可（平成 18 年 4

月 1 日施行） 

平成 24年（2012年） 

高年齢者雇用安定

法改正 

・継続雇用制度の対象者を労

使協定により定める基準

により限定できる仕組み

を廃止 

（平成 25 年 4 月 1 日施行） 

今回の法改正を理解するうえでは、前回（平

成 16 年）の改正の理解が欠かせません。前回

の改正の内容について簡単に説明いたします。 

 

§平成 16 年の改正の内容 

●65 歳までの雇用の義務化 

⇒ 65 歳まで雇用を延長する方法には、①定

年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、

③定年の定めの廃止、がありますが、②が

現実的であり、実際にほとんどの企業が「継

続雇用制度の導入」を選択しました。 

●労使協定により継続雇用制度の対象となる

労働者に係る基準を定めたときは、希望者

全員を対象としない制度も可能 

⇒ 継続雇用制度の対象となる者の基準の例

としては、「社内技能検定レベルＢ以上」、

「営業経験 10 年以上」、「60 歳到達前 3 年

間の人事考課が標準（Ｃ）以上」など、客

観的な基準の導入が求められました。 

●施行より政令で定める日までの間（当面大

企業は 3 年間、中小企業は 5 年間）は、労

使協定ではなく就業規則等に当該基準を定

めることが可能 

⇒ 就業規則の改定例として次のようなもの

が多くみられました。 

第○条 定年は満 60 歳とし、定年に達した日を

もって退職とする。ただし、事項の条件を満た

し、本人が希望するときは再雇用を認める。 

２．再雇用を認める者は、次の各号に該当する者

とする。 

① 定年年齢到達時点において職能資格等級

５等級以上の者 

② 心身ともに健康で業務遂行に支障がない

と認められること 

〔労務〕 

改正高年齢者雇用安定法 

全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長 

キリン社会保険労務士事務所所長 

特定社会保険労務士 入来院 重宏 
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なお、就業規則で継続雇用制度の対象とな

る者を定めることができたのは、平成 23 年 3

月までです。（大企業は平成 21 年 3 月まで）

平成23年4月以降も希望者全員を継続雇用し

ない場合は、労使協定を締結することによっ

て継続雇用の対象となる者を定めなければな

りません。 

●定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の年

齢は年金支給開始年齢の引上げに合わせ、

平成 25 年度（2013 年度）までに段階的に

引上げ 

 

§今回の法改正のポイント 

少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、

高齢者、障害者など働くことができる人全て

の就労促進を図り、社会を支える全員参加型

社会の実現が求められている中、高年齢者の

雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を

行うことを目的としています。 

１）継続雇用制度の対象者を限定できる仕組

みの廃止 

継続雇用制度の対象となる高年齢者につ

き事業主が労使協定により定める基準によ

り限定できる仕組みを廃止する。 

２）継続雇用制度の対象者が雇用される企業

の範囲の拡大 

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇

用される企業の範囲をグループ企業まで拡

大する仕組みを設ける。 

３）義務違反の企業に対する公表規定の導入 

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告

に従わない企業名を公表する規定を設ける。 

４）「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見

直し等 

雇用機会の増大の目標の対象となる高年

齢者を 65 歳以上の者にまで拡大するとと

もに、所要の整備を行う。 

５）経過措置 

今回の法改正の狙いは、雇用と年金を接

続させ、定年後無収入となる人が出るのを

防ぐことにあるので、特別支給の老齢厚生

年金の支給開始年齢の引上げにあわせ、次

の年齢までの希望者全員の継続雇用を義務

とするように設定しています。 

①平成25年 4月 1日～平成28年 3月 31日：61歳まで 

②平成28年 4月 1日～平成31年 3月 31日：62歳まで 

③平成31年 4月 1日～平成34年 3月 31日：63歳まで 

④平成34年 4月 1日～平成37年 3月 31日：64歳まで 

⑤平成37年 4月 1日～ 完全施行：65歳まで 

 

たとえば、平成 25 年 4 月 1 日から平成 28

年 3 月 31 日までの 3 年間は 61 歳までは希望

者全員の継続雇用が義務づけられますが、61

歳以降 65 歳までは、労使協定により定める基

準に限定できることになります。 

 

§継続雇用労働者の給与制度の考え方 

継続雇用制度を用いる場合は、それまでの

雇用条件と切り離して、新たな条件を設定す

るのが一般的です。60 歳以降の継続雇用の対

象者は年齢により、公的な給付制度の対象と

なる場合があります。 

その場合は、「①在職老齢年金＋②高年齢雇

用継続給付＋③会社給与」で総収入が決まり

ます。 

よって、給与をあまり減額させないように、

と給与を従来の 8 割程度としても、所得税控

除が大きく、①の年金や②の雇用継続給付が

減額され、本人の手取額が減少することがあ

り、逆に③の会社給与が従来の 6 割程度でも、

①～③のトータルの手取額が高くなるケース

も出てきます。給与設定には制度の理解と注

意が必要ですので詳しくは最寄りまたは社労

士ネット会員の社会保険労務士に相談してみ

てください。 

 

○社労士ネット 

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/sharoushi/ 

新規就農相談センター  

TEL：03-6910-1133 FAX：03-3261-5131 
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アグリビジネス経営塾第 556 号（平成 25 年 1 月 10 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。「労働契約法の一部を改正

する法律」が平成 24 年 8月 10 日に公布され、有期労働契約について、①無期労働契約への転換（第

18 条）、②「雇止め法理」の法定化（第 19条）、③不合理な労働条件の禁止（第 20条）の 3つのルー

ルが規定されました。 

 

１ 無期労働契約への転換（第 18 条） 

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で 5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の

申込みにより、無期労働契約（別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件）に転換します。通算

契約期間のカウントは、平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成 25年 3月

31 日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。 

なお、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間（同一使用者の下で働いていない期間）が 6

か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は 5年のカウントに含めません。通算対象

の契約期間が 1年未満の場合は、その 2分の 1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は

5年のカウントに含めません。 

 
 

有期労働契約通算５年 

 

 

 
 

 

 

 

 

●クーリング期間 

 有期労働契約・・・5年 

 

1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 
空白期間 

６か月 1 年 1 年 

 

 

２「雇止め法理」の法定化（第 19条） 

有期労働契約の雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合に

これを無効とする判例上のルール（雇止め法理）が確立しています。今回の法改正は、雇止め法理の

内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化されました。 

〔労務〕    改正労働契約法 

全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長 

キリン社会保険労務士事務所所長 

特定社会保険労務士 入来院 重宏 

１ 年  1 年  1 年  1 年  1 年  １ 年 

①更新により無期転換権発生 

③無期労働契約移行 

(申込みにより成立) 

②（労働者）無期転換の申込み 

申込み権発生しない 
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３ 不合理な労働条件の禁止（第 20条） 

同一の使用者と労働契約を締結している、有

期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間

の定めがあることにより不合理に労働条件を相

違させることを禁止するものです。一切の労働

条件が適用の対象となり、賃金や労働時間等の

狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容と

なっている災害補償、服務規律、教育訓練、付

随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の

待遇が含まれます。 

労働条件の相違が不合理と認められるかどう

かは、①職務の内容、②当該職務の内容および

配置の変更の範囲、③その他合理的な労使の慣

行などの諸事情等、を考慮して、個々の労働条

件ごとに判断されます。とりわけ、通勤手当、

食堂の利用、安全管理などについて労働条件を

相違させることは、①～③を考慮して、特段の

理由がない限り、合理的とは認められないと解

されます。 

例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用さ

れた労働者の労働条件が定年前の他の無期契約

労働者の労働条件と相違することについては、

定年の前後で、上記①、②等が変更されること

が一般的であることを考慮すれば、特段の事情

がない限り不合理と認められないと解されます。 

法第20条により不合理とされた労働条件の定

めは無効となります。故意、過失による権利侵

害、すなわち不法行為として損害賠償が認めら

れると解され、この規定により、無効とされた

労働条件については、基本的には、無期契約労

働者と同じ労働条件が認められると解されます。 

 

４ 法改正への対応 

無期労働契約への転換制度（法第 18 条）と「雇

止め法理」の法定化（第 19 条）により、恒常的

な仕事に就きながら、長期間反復更新している

ケースは是正、減少することが考えられます。

具体的には、有期契約をする場合は、臨時的な

仕事や期間に限度のある仕事のみとする、とい

うケースが増加すると考えられますが、反面、

通算期間が 5 年を超えないように雇止めするケ

ースが増加することも考えられます。 

たとえば、平成 25年 4月 1 日以降の新規の有

期契約について、契約時に「5年を超えて更新し

ない」とする契約は有効と考えられており、5

年以下の期間で契約終了となる有期契約の増加

が懸念されます。 

また、「正社員は無期契約社員、非正社員は有

期契約社員」というくくりが一般的であり、多

くの企業が正社員と非正社員との間で労働条件

に諸々の差を設けていますが、有期から無期労

働契約への移行が行われるようになると、たと

えば、短時間勤務で、かつ無期契約という、正

社員と非正社員の中間的な労働者が発生するこ

とになります。このような「無期契約のパート

タイム労働者」という、いわば準社員、転換社

員という新タイプの労働者を対象とする労働条

件や就業規則等の検討、整備が必要になる企業

も増えることが考えられます。 

 

 

 

 ①労働契約締結時の事情・有期性の明示の有無、更新継続等に

つき使用者の契約時の言動等 

②契約締結・更新時の文書交付等の有無 

③業務の客観的内容（恒常性、臨時性等） 

④雇用上の地位・性格（基幹性、補助性等） 

⑤当事者の主観的態様（主たる生計者、家計補助者等） 

⑥労働条件（賃金の定昇の有無、勤続加算、賞与等） 

⑦非課税年金問題（非課税、被扶養者範囲の就労等） 

⑧更新の手続・更新回数の実態（更新の有無・回数等） 

⑨正社員登用性の有無・内容（登用希望の有無等） 

⑩他の労働者の更新状況（他の労働者の雇止めの有無等） 

⑪契約・業務上の制限の有無（限定雇用、育児代替等） 

⑫会社への協力内容（ＱＣ活動、持株取得促進等） 

事

情

を 

総 

合 

勘 

案 

長期間の反復更新等により期間の定めの

ない契約と実質的に異ならない状態とな

っていると認められる場合 

反復更新等の事情により期間満了後の次

期の期間更新継続の期待が合理的と認め

られる場合 

使用者が雇止めをすることが「客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当である

と認められないとき」は、雇止めが認めら

れず、従前と同一の労働条件で、有期労働

契約が更新される 
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アグリビジネス経営塾第561号（平成25年2月21日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

４月から新入社員を採用する会社が多いかと

思います。新入社員に対する教育・訓練の重要

性は言うに及ばないかと思いますが、あらため

てその重要性について整理したいと思います。 

新入社員には、二つの役割があると言われて

います。 

一つ目は、新たな戦力として企業活動に貢献

すること。 

二つ目は組織を活性化させることです。 

しかしながら、新人を「戦力」とするために

は、十分な教育・訓練が必要です。教育・訓練

の場が無ければ組織を活性化することもできま

せん。 

と言うのは、新人に「教える」過程を通して

組織が活性化される場合が多いからです。また、

教育・訓練がないまま責務だけを課すことは、

離職にもつながります。 

 

§労働安全衛生法等 

さて、社員教育は企業発展のために、必要不

可欠な事項ですが、企業のコンプライアンスと

いう側面からも重要です。 

労働安全衛生法第 59 条では、「事業者は、労

働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、その従事

する業務に関する安全又は衛生のための教育を

行なわなければならない。」と定められており、

具体的には以下の事項について教育することと

なっています。 

なお、これに違反した場合、事業主には 50万

円以下の罰金が科せられます。 

 

１．機械等、原材料等の危険性又は有害性及び

これらの取扱い方法に関すること。 

２．安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性

能及びこれらの取扱い方法に関すること。 

３．作業手順に関すること。 

４．機械等、原材料等の危険性又は有害性及び

これらの取扱い方法に関すること。 

５．当該業務に関して発生するおそれのある疾

病の原因及び予防に関すること。 

６．整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 

７．事故時等における応急措置及び退避に関す

ること。 

８．前各号に掲げるもののほか、当該業務に関

する安全又は衛生のために必要な事項 

 

また、同法第 60 条の２では、「事業者は、（中

略）危険又は有害な業務に現に就いている者に

対し、その従事する業務に関する安全又は衛生

のための教育を行うように努めなければならな

い。」とされており、教育が必要な作業もいくつ

か定められています。農業法人に関連したもの

では、フォークリフト（最大荷重 1 トン未満）

などがあります。 

さらに、これら特別教育に準ずるものとして、

安全衛生教育があります。平成 12年より「刈払

機」についても安全衛生教育を実施することと

されています。 

この刈払機に対する安全衛生教育については、

カリキュラム等について細かく規定されており、

学科教育 6 時間、実技教育 1 時間が必要となり

ます。 

 

§社員研修の方法 

社員研修の方法については、いくつかの方法

がありますが、それぞれ一長一短があります。

そのため、いくつかの方法を組み合わせること

により、効果的な研修が可能となります。 

 

（１）ＯＪＴのメリット・デメリット 

ＯＪＴとは、職場内で上司等が日常の業

務を通じて実施する研修です。 

①メリット 

・業務に即した内容で研修できる。 

・費用が安い。 

・個人の能力に合わせて実施できる。 

②デメリット 

・体系的に実施するのが難しい。 

・繁忙期には、実施が難しい。 

〔人材育成〕 

社員研修の重要性について 

（公社）日本農業法人協会事務局 

高須 敦俊 
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・指導者の能力等により、効果が左右される。 

 

（２）Ｏｆｆ-ＪＴのメリット・デメリット 

Ｏｆｆ-ＪＴとは、職場を離れ実施する研

修です。 

①メリット 

・専門分野について体系的に習得できる 

・業務を離れて実施するので研修に専念でき

る。 

・指導のプロ（講師）による研修を受けられ

る。 

②デメリット 

・費用が高い。 

・研修した内容が実際の業務にいかせない場

合がある。 

・業務から離れなければならない。 

 

ＯＪＴは業務の中で行うため、直接の業務と

関係が薄いことについては、おろそかになりが

ちです。また、十分な基礎知識がないまま、業

務に従事すると、言われたことしかできない人

材になる可能性があります。そのため、基礎的

な内容、体系的な内容をＯｆｆ-ＪＴ等で研修す

れば、より効果的な研修となりますし、従業員

自ら考え実践する基礎ともなります。 

一方、これらの研修を自社内だけで実施する

ことは、大企業は別として、なかなか難しい現

状にあります。そのため、最近では社員研修を

代行して実施してくれる会社や、商工会等が実

施する新入社員向けの研修会が増えています。

これら外部の研修会は、費用はかかりますが、

それなりの効果も期待できます。 

 

外部研修会の主な効果 

１．自社以外の者と切磋琢磨・相互啓発するこ

とにより、研修効果のアップが期待でき

る。 

２．自社以外の同じ立場の人間と交流すること

により、モチベーションが向上する。 

３．新たな知見等を自社に持ち帰ることによ

り、業務の改善等が期待できる。 

 

 

当協会の取組みの紹介 

～農業法人新任者基礎研修会～ 

 

公益社団法人日本農業法人協会では、25 年

度から新たに農業法人に働く若手職員などを

対象にしたＯｆｆ-ＪＴとして「農業法人新任

者基礎研修会」を開催します。（平成 25 年 4

月 8 日（月）～12日（金）の４泊５日） 

 

この研修会は、他にはないカリキュラムで

農業法人の人材育成を支援するため、農林水

産省農林水産研修所つくば館の協力を得て開

催するものです。 

研修会では、社会人としての心がまえやビ

ジネスマナーをはじめ、乗用型トラクターの

走行訓練、肥料・農薬の基礎知識、労働安全

衛生法で義務づけられている安全・衛生教育

（刈り払い機を対象）の受講など、農業生産

者と企業の二面性を持つ農業法人で働くため

に必要な知識と技能の習得を狙いとした実践

研修です。 

 

【本研修会の特徴】 

○日本で唯一の専用施設を使い、乗用型トラ

クターの走行訓練・危険体験を実施します。 

○研修修了者には、法令で義務付けられてい

る刈払機取扱作業に対する安全衛生教育の

修了証を発行します。 

○研修修了者は、日本農業技術検定において 2

級の実技試験が免除されます。 

○合宿形式で行うことにより、全国レベルで

の仲間づくり（ネットワーク）ができます。 

○厚生労働省の「正規雇用労働者育成支援奨

励金」の対象となる可能性があります。申

請（※研修計画の策定等が必要）して対象

となった場合、1 人当たり 20 万円を上限に

研修費用の助成を受けることができます。 

○個々の参加者に対し、研修成果を評価し企

業にフィードバックします。 

 

次回募集時に、是非参加をご検討ください。 
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アグリビジネス経営塾第532号（平成24年5月31日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、新人・若手に指導すべきメール使用

の鉄則についてご紹介したいと思います。 

ビジネスメールの使い方に関しては、個々人

の常識に差があり、なかなか指導が難しいもの

です。お客様に失礼なメールを送ってしまい、

クレームになってしまったなどの新人によるト

ラブル事例もしばしば耳にします。そこで今回

は、どの職場でも通用するメール使用の鉄則に

ついての指導ポイントをお伝えします。 

 

§ビジネスでは、メールより電話が鉄則 

まずは、「考え方の軸」として、次の４つの大

原則を徹底的に刷り込みましょう。 

①さまざまな連絡、会議、商談内容などを記録

として残す場合はメールを利用 

②お詫び、督促、交渉は原則メール厳禁 

③感情を伝える言葉は必ず電話 

④メール送付後、電話で到着確認 

ビジネスでは、原則、メールより電話を多用

します。その理由はメールでのやりとりより、

電話の方が短時間で用件が済み、合理的だから

です。まずはその大原則を新人・若手には伝え

ましょう。 

ただ、メールを使う方が望ましい場合もある

ことも教えます。たとえば、忙しい相手に先に

メールで概要を伝えておき、先方の手が空いて

いるときに内容を確認、検討してもらい、改め

て電話で検討結果を確認すれば、仕事を速く進

めることができます。また、会議や商談の内容

を整理して上司に報告したり、先方にお伝えす

る場合にもメールを利用するよう指導しましょ

う。 

しかし、お詫び、クレーム対応などは、メー

ルでなく、訪問や電話で行うのが鉄則です。ま

た、問題点の指摘など相手の感情を害する可能

性のある内容は絶対にメールで送らせてはいけ

ません。メールでは当方のニュアンスが十分に

伝えられず、トラブルのもとになりがちだから

です。新人・若手であればなおさらです。また、

メールを送った後は、到着確認の電話を入れ、

相手に信頼感を与えるよう指導しましょう。 

 

§まずは連絡メールの書き方を指導 

さて、実際のメールの書き方についてですが、

ビジネスＥメールの基本は「連絡メール」です。

新人・若手にはまずこれだけ指導しましょう。

これだけ覚えておけば、経験を重ねることで、

他の文型も使えるようになってきます。 

とにかく、新人・若手のメールは長くなって

しまいがちなので、「簡潔に要件だけ」書かせる

よう指導しましょう。とはいえ内容が不十分な

メールは誰にとっても迷惑なので、お客様に出

すメールは当面、指導者がチェックしましょう。 

また、新人・若手自身にも、メールを書き終

えたら、一度全体を見直して「思う」「だろう」

「でしょう」などあいまいな表現がないかチェ

ックさせましょう。 

 

◆連絡メールの書き方個別ポイント◆ 

①件名は２０字程度で、日時、用件を具体的に

書く 

②メール本文にも宛名を省略せず書く 

「組織名」＋「部署」・「役職」を、省略せ

ず書きます。 

③まず名乗りをお礼とともに書く 

まず名乗り、その後、“先日はお忙しい中、

お時間をいただき、誠にありがとうございま

す”など記述します。（時候のあいさつなどは

省略） 

④連絡事項は箇条書き、１行は３０～３５字、

２００字以内が基本 

日時、場所、内容など、重要事項は必ず箇

条書きで明記します。 

⑤終わりは、「以上、××のほどよろしくお願

い申し上げます」 

⑥メールの最後に署名を入れる 

組織名・所属部署・名前、所属の電話番号、

ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス、あればホー

ムページアドレスを入れます。 

 

〔人材育成〕 

ビジネスメールの鉄則 

株式会社インソース  

営業部 瀬倉百合子 
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アグリビジネス経営塾第551号（平成24年11月22日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農業経営における役員借入金の意義 

農業経営における資金調達の特徴の一つとし

て、経営主、あるいは、その家族からの資金借

入れがあります。これらは、一般に、役員借入

金、あるいは、事業主貸しと呼ばれます。この

経営内部からの資金調達は、法人経営の決算書

では負債の欄に記載されますが、その特徴は無

利子・無返済期限の調達資金という点にありま

す。このような性格から、この役員借入金は、

これまで、資金繰りが逼迫した際の運転資金と

して、あるいは、機械・施設などを新規購入す

る際の資金として活用されてきました。 

 

このような役員借入金の存在は、農業に限ら

ず、信用力が低いために外部からの資金調達が

困難な中小企業においても一般に見られる現象

です。しかし、近年、経営環境の悪化が進む中

で、簡便な増資と考えられていた役員借入金の

性格は徐々に変化しつつあります。このような

役員借入金や事業主貸しの性格の変化について

中央農業総合研究センター農業経営研究領域の

大室健治研究員が分析を行っていますので、そ

の成果を紹介します。 

 

 

２ 稲作法人における役員借入金の実態 

稲作を基幹部門とする法人経営 433 事例につ

いて財務内容の分析を行ったところ、全体の約

４割の経営において役員借入金があり、また、

その平均は 2,096 万円と、資本金の 536 万円を

大きく上回っていました。役員借入れのあるグ

ループ（以下、「役借り有り」と、ないグループ

（以下、「役借り無し」）では、売上高（前者が

5,800 万円、後者が 5,600 万円）や資本金（「役

借り無し」は 629 万円）、さらに、資産規模に大

きな差はみられませんでした。すなわち、経営

内容としてはほぼ同じです。一方、この二つの

グループで大きく異なるのは経常利益や総資本

利益率といった収益性を示す指標であり、例え

ば、総資本経常利益率は、「役借り無し」が８％

であるのに対して「役借り有り」は 1.9％と低く

なっています。さらに、自己資本比率をみると、

「役借り無し」では約 20％を確保しているのに

対して、「役借り有り」では 4.7％とかなり低水

準にあり、役員借入金を資本に加えた修正自己

資本比率で見て 34.8％に達するというのが実態

です。なお、総資産に対する長期借入金の比率

は、「役借り無し」では 43.3％ですが、「役借り

有り」では 37.7％と低くなっています。これは、

「役借り有り」は自己資本比率が低いことから

外部からの資金調達が困難なため、そのことが

役員借入金を必要としていると言えるでしょう。 

 

 

３ 役員借入金増加の実態と背景 

次に、具体的な経営事例をもとに、簡易な資

本増強的性格を持っていた役員借入金が、経営

収支の悪化の中で、資金繰り的役割を果たしつ

つその金額が急速に増加していく実態を紹介し

ます。 

Ａ経営は、家族労働３名の下で、水稲 10ha、

麦類（小麦・大麦）と大豆をそれぞれ約 20ha 作

付ける大規模水田作経営です。 

 

図 水田作法人経営における規模・所得の推移と資本・

負債構成の変化 

〔農業経営〕 

農業経営における役員借入金は 

資本の増強と見なしていいか 

中央農業総合研究センター 

農業経営研究領域 梅本 雅 
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図は、この経営の平成８年から 20年までの経

営面積、農業所得、資本・負債等の推移を示し

たものです。本稿の主題は役員借入金ですが、

図に示すように最初はそれはありません。法人

化をしたのは平成６年ですが、11 年には 200 万

円近くを計上しているものの、翌年には 70万円

に減少しており、この段階では返済が図られて

います。このように役員借入金は一時的なもの

でした。 

 

この経営の役員借入金が増加し始めるのは、

平成 13 年以降です。この年から経営面積が大き

く増加していますが、これは、水田農業経営確

立対策の施行に伴い麦大豆の本作化が進められ、

7.3万円／10aの助成金や水田高度利用加算によ

り麦大豆の作付が大きく増加したこと、そして、

Ａ経営は、地域の転作田の麦大豆の耕作を担う

ことを要請されたからです。そのため、Ａ経営

では汎用コンバインなど麦大豆用の機械施設を

新たに取得しました。機械等の購入に当たって

は制度資金も利用しましたが、自己資金も必要

なことから、それらは資本金の増加ではなく（資

本金は 300 万円で変わっていません）、役員借入

金で対応しました。図の固定資産額の推移から

も明らかなように、平成 13 年から 16 年頃にか

けての役員借入金の増加は機械施設に向けられ

たものと言えます。 

 

本来ならば、この役員借入金は麦大豆の耕作

面積の拡大に伴う収益の増加を通して返済され

るべきものでした。しかし、図に示すように、

平成15年から経常利益がかなり減少してきてい

ます。これは、①米価下落から米の売上高が減

少したこと、②麦類や大豆の収益性が十分では

なかったことなどが影響しています。 

 

このような状況の下で再び役員借入金が増加

し、平成 20 年にはそれが 5,000 万円にも達する

ようになりました。負債・資本合計が 6,800 万

円の経営において役員借入金が 5,000 万円を占

めることは正常な状態とは言えません。経営者

もこの問題は認識していますが、現状の収支状

況では役員借入金の返済は困難であり、今後、

機械の更新等も必要となる中で、それへの資金

の準備も検討せざるを得ない状況にあります。

同時に、経営者の父（会長）が高齢となってい

ますが、役員借入金には会長からの借入れも多

く、不測の事態における課税面での問題の発生

も経営者は危惧しています。 

 

 

４ 役員借入金の性格の変化 

農業経営における役員借入金は、簡便に調達

できる資金であり、金融機関においても融資審

査に当たってそれらを資本金に組み入れて自己

資本比率を計算する場合もあります。しかし、

問題は、外部から返済を要請される資金ではな

いとはいえ、収益性が低下すると、返済したく

ても返済できないが故に長期にわたって償還さ

れない資金となるという点です。また、役員借

入金が累積しても、経営者には有利子負債の増

加のようには認識されず、そのため、経営者に

財務状況が正しく把握されないまま財務悪化が

進行するという事態も生じることになります。 

このように考えると、役員借入金を自己資本

の増強としてのみ理解するのは適切ではありま

せん。この点で、役員借入金の実態やその動向、

性格の変化について改めて検討することが必要

と言えます。 

 

なお、本項の内容について詳しくは、大室健

治・梅本雅「農業経営における内部資金調達の

実態と機能―稲作法人経営の役員借入金を対象

として－」、2012 年度日本農業経済学会論文集を

参照して下さい。 
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アグリビジネス経営塾第554号（平成24年12月20日発行）の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§㈱農林漁業成長産業化支援機構が開業 

６次化ファンド法（正式名称：株式会社農林

漁業成長産業化支援機構法）は平成 24年 12 月 3

日に施行され、平成 25年 2 月 1日には㈱農林漁

業成長産業化支援機構が開業しました。 

同時に、事業者に対して出資の業務を行うサ

ブファンドの募集が開始され、各地でファンド

の設立が相次ぐとみられます。 

 

§６次化ファンドとは 

この制度の支援対象は６次産業に取り組む企

業(農林漁業生産を行わない企業)です。具体的

には、農林漁業者と食品産業などのパートナー

企業が共同で合弁会社（農林漁業者が議決権の

過半を保有して事業の主導性を確保する会社）

を設立して６次産業化に資する事業を展開する

場合に、総議決権の２分の１以内で出資を行う、

というものです。出資期間は最大 15 年と超長期

です。 

これまで農業法人は自社で直売、加工、流通

などに取り組むケースが多かったと思いますが、

高度な衛生管理、高次加工や多温度帯流通など

への対応ではノウハウや資金が不足するといっ

た悩みがありました。 

６次化ファンドの出資対象はパートナー企業

との合弁会社です。この合弁会社を上手に活用

すれば、パートナー企業が保有する高度なノウ

ハウを活用して、付加価値向上のための新たな

事業活動を迅速に実施できる可能性があります。 

 

§アグリ社の出資制度との比較 

農業法人向けの公的出資制度としては、平成

14 年に創設されたアグリビジネス投資育成㈱に

よる出資制度があります。こちらは主として農

業法人自らが経営改善を図る際に活用できる制

度です。公的出資制度の活用を検討される場合

はそれぞれを比較して、自社の経営発展にどち

らの制度が適しているか選択してください。 

 

§パートナー企業選定の留意点 

６次化ファンドの活用を検討される場合、信

頼できるパートナー企業と合弁を組まないと予

期せぬ事情で事業が頓挫するリスクがあるため、

事前に提携内容やリスク分担、想定する投資回

収期間などについて十分に話し合い、パートナ

ー企業を選定するとよいでしょう。 

【何年以内に黒字化できるか】 

上場・公開企業などの株主総会では「３年以

内に黒字化しない事業(子会社・関連会社を含

む)は株主価値を棄損する。○○事業から撤退せ

よ」といった指摘が多々なされます。すると、

経営陣は長い目で○○事業を育成したいと望ん

でも、早期の事業撤退を余儀なくされることが

あります。 

６次化ファンドの出資期間は最大 15 年と超

長期ですが、合弁会社の事業が３年程度で黒字

化しないと、パートナー企業側が途中で撤退す

る恐れがある、といったことも想定する必要が

あります。 

 

§出資と融資の違い 

資金調達手段として出資と融資は混同されが

ちですが、出資とは「企業運営への参加」、融資

とは「債権債務の発生」であり基本的な性格は

大きく異なります。 

資金調達に際しては、次の相違点をご確認の

うえ、好ましい手段を選択してください。 

 出 資 融 資 

資金の 

提供者 
共同経営者 債権者 

B/S の 

区分 

資本金（資本の充実

で信用力が向上） 
借入金（負債の増加） 

配 当 
業績に応じて配当金

を支払う(利益処分) 
なし 

利 息 なし 
約定日に利息を支払

う（費用計上） 

その他 
既存株主の了解、株

主総会などが必要 

担保・保証人を求めら

れることがある 

 

〔農業経営〕 

６次化ファンドへの期待と 

資金調達の選択 

（公社）日本農業法人協会事務局 
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自己資本充実のための公的出資制度の比較 

 
㈱農林漁業成長産業化支援機構 

を活用した出資制度 
（平成 25 年スタート） 

アグリビジネス投資育成㈱の 
出資制度 

（平成 14 年スタート） 

狙 い 
農林漁業者とパートナー企業の合弁会社が行う
６次化事業へのサポート（６次化ファンド） 

農業法人の自己資本の充実を促進して、

経営発展をサポート 

出資主体 機構が出資するサブファンド（地域ファンド・テーマファンド） アグリビジネス投資育成㈱ （以下、アグリ社。） 

原 資 機構と民間が出資 日本公庫と系統機関が出資 

支援対象
者 

六次産業化法第５条第１項に基づき総合化事業計画の認

定を受けたもので、農林漁業者とパートナー企業による合

弁会社（農林漁業者が議決権の過半を占めるもの） 
 
【留意事項】 

(1)出資制度の対象は、農林漁業を行う法人とは別に設立

された法人であること（≠農業法人） 

(2)農林漁業者の１００％出資会社（２次・３次部門を手がけ

る農林漁業者が２次・３次部門を分社化して設立する法

人）も支援対象となる 

(3)既に設立されている法人も(1)(2)に合致すれば可 

(1)農業法人 
注１) 株式会社(特例有限会社含む)、合資会社、

合同会社、農事組合法人に限る。 
注２） 農業生産法人に対するアグリ社の出資につ
いては、農地法の特例が適用される。 

 

(2)農業に関連する事業（農畜産物の加工、流

通、農作業の受託など）を営む法人 

注) 株式会社に限る。 

支援対象 
  の 
支援基準 
審査基準 

(１)機構法第22条第1項に基づき農林水産大臣が定める

「支援基準」（平成２４年１２月１１日付告示） 

イ 農林水産物、バイオマス等の農山漁村･農林漁業

に由来する多様な地域資源を活用すること 

ロ 農林漁業を行う法人とは別に設立された２次・３次

産業分野における農林漁業者主体の法人が、農林

漁業以外の業種の技術･ノウハウを活用すること 

ハ 新たな価値創造により国内外で新たな市場を開拓

していくことが期待されること 

ニ 地域調和、農林漁業所得の確保、農山漁村の雇用

創出、農林漁業経営の安定向上等を満たし、一定

期間内に出資金の回収可能性が高いと見込まれる

こと 

(2)出資金の回収可能性に関する「審査基準」は、それぞ

れのサブファンドで設定 

(1)会社設立３年以上の法人 

イ 資本の部がプラス（債務超過でない） 

ロ 経常利益が過去３か年平均で黒字 

ハ 借入金の返済は当初条件どおり履行中 

(2)会社設立３年未満の法人 

イ 設立者の財務基盤が良好 

ロ 事業計画の実現可能性が高く、かつ、農

業等に関する技術に相当の経験を有する

者が従事 

(3)共通事項 

イ 農業法人の場合は認定農業者 

ロ 農業法人以外の場合は株式会社 

ハ 会計は複式簿記で実施 

ニ 今後利益を積み立て自己資本を充実 

ホ 自己資本充実とともに出資配当を重視 

資金使途 ６次産業化のための事業活動に必要な資金 農業経営に必要な設備資金、運転資金 

出資期間 
最大 15 年 
注) 出資金回収は、当該対象事業者への譲渡を優先して検討
するなど、農林漁業者の意向に配慮して行う。 

原則として 10 年 
注) 出資金回収は、経営者自身や経営者から推薦
された第三者等へ株式等を譲渡する方法で行う。 

出資比率 
  と 
出資限度 

議決権を有する株式総発行数・口数の１／２以内 

農林漁業者の 

出資分 

パートナー企業の 

出資分 

地域ファンドの出資比率 

（全体の１／２以内） 

注） 出資単価は、合弁会社の設立時は「額面」、追加増資の
際は「時価」を適正に評価した「価格」等となる。 

(1)総発行株・口数の１／２以内 

注） 農業生産法人にあっては無議決権となる。 

(2)出資の単価は「額面」ではなく、行政庁から認

められた方式で計算する「時価」とされる。 

したがって、払い込まれる出資額は、 

「１株・口数当り時価×取得株・口数」となる。 

注) これまでの平均出資額は１法人 29 百万円 

増資前の 
手続き 

右と同様の手続きが必要 

(1)法人側で株主総会、変更登記等を実施 

(2)アグリ社・法人・法人経営者で投資契約書を

締結 

増資後の 
手続き 

右と同様の手続きが必要 

（サブファンドが議決権を行使する際は、出資する農林漁業者及

び当該対象事業活動に関連する農林漁業者に配慮する） 

経営状況等についてアグリ社に報告、相談 

（アグリ社が議決権を行使する際は、基本的に経営陣

の経営方針を尊重する） 

配  当 業績に応じて配当を支払う 業績に応じて配当を支払う 

その他 
機構の資本性劣後ローンを利用することができる。（出資

対象法人は、農業を行う法人ではないため、スーパーＬ資

金など生産者向けの制度資金は利用できない） 

農業法人であれば、スーパーＬ資金など農業関

係制度資金を利用できる。 

相談先 
㈱農林漁業成長産業化支援機構 投融資本部 

TEL：03-5220-5885(代) 

アグリビジネス投資育成㈱ 投資育成第一部 

TEL:03-5283-6688(代) 
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アグリビジネス経営塾第534号（平成24年6月21日発行）の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

§契約について 

今回は、法律問題の基礎に戻り、契約に関す

るご説明です。 

契約というと、難しい印象を持つ方もいるか

もしれませんが、例えばお店でアイスクリーム

を買うのも一種の契約（売買契約）です。テレ

ビの通販番組で商品を注文するのも売買契約で

す。一方、金融機関から融資を受ける契約（金

銭消費貸借契約）や、建築業者に建物を建てて

もらう契約（請負契約）など、少し規模の大き

な契約もあります。 

お店でアイスクリームを買うのに契約書を作

ることはまずないでしょうが、通信販売などで

は申込書や契約書を書いて送ることもあります

ね。また、融資、建築、不動産売買等の契約で

は、契約書を作り、印鑑を押します。従業員を

雇うのも、重要な契約（雇用契約）です。（なお、

法人と取締役等の役員との関係は、総会での選

任等がありますので、通常の契約とは少し違い

ますが、お互いの関係は、会社が役員に経営を

委任する委任契約の関係にあるとされます。） 

このように、日常生活には、大小さまざまな

契約があります。契約とは、つまるところ人と

人との約束で、両方の当事者が、それぞれの意

思に基づき、同じ内容で合意することで成立し

ます。そして、自分の意思で合意したからには、

それを守ることが求められますが、同じ内容で

合意していたつもりでも、実は思っていたのと

違ったとか、何かの事情で約束を守ることがで

きなくなったなどの場合に、トラブルになるわ

けです。 

 

§契約と法律 

契約については、民法や商法をはじめとする

法律に、多くの規定があります。 

しかし、契約に関する規定の多くは、必ずし

もこのとおりに従わなければならないものでは

なく、当事者同士があらかじめ違う内容で合意

していれば、合意の内容の方が優先します。 

例えば、民法 606 条は賃貸借契約に関して「賃

貸人（貸主）は、賃貸物の使用及び収益に必要

な修繕をする義務を負う。」と定めていますが、

建物の貸主と借主が、契約の中で「建物内の設

備の故障については、借主が修繕する」と合意

していた場合は、民法の規定にかかわらず、借

主が修繕の義務を負うことになります。この場

合の民法の規定は、当事者の間で、あらかじめ

このように具体的な合意がなく、かつ、修繕を

めぐってトラブルになった場合に適用されるこ

とになります。 

このように、契約の締結や内容は、原則とし

て当事者の自由に委ねるのが、自由市場経済に

おける法律の原則となっており、契約に関する

法律は、当事者の合意内容が明確でない場合に、

初めて適用されます。 

また、民法では、典型的な契約として、13 種

類の契約に関して規定しています。具体的には、

贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸

借、雇用（雇傭）、請負、委任、寄託、組合、終

身定期金、和解です。典型的といっても、普段

の生活ではあまり見慣れないものもありますが、

契約のパターンから、類型的・代表的なものを

あげているので、このようになっているのです。 

しかし、これらの類型に当てはまらないもの

も、当事者同士の合意が成立し、その内容が反

社会的でなければ（公序良俗に違反していなけ

れば）有効です。法律に直接の規定はないもの

の、最近よく利用されているものの例として、

リース契約、フランチャイズ契約などがありま

す。 

とはいえ、このような契約についても、まっ

たく法律の適用がないわけではなく、民法や商

法の中の、契約の成立や効力、解除などに関す

る一般原則が適用されます。 

また、法律の条文によっては、当事者の合意

に優先するものもあります。 

例えば、100 万円以上の貸金については、利息

は年15パーセント以下でなければならないとい

う法律があります。この場合、いかに当事者が
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互いに合意していても、これより高い金利の約

束は法的に無効となります。これは、金を借り

る人が弱い立場に置かれることが多いため、政

策的に利息を制限しているものです。同じよう

に、住居の賃貸借などでも、賃借人の保護のた

めに、当事者の合意に優先する規定がいくつか

あります。 

麻薬を売るなどの契約も、違法であり、法律

上有効となりません。通常の売買では、売主が

物を渡さなければ、裁判で物を渡せという判決

をもらうことができますが、麻薬を買主に渡せ

という判決は出ないということです。このよう

な契約は、公序良俗違反として無効とされます。 

 

 

 

アグリビジネス経営塾第543号（平成24年9月13日発行）の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回、契約に関する基本的な考え方をご説明

しました。 

今回は、引き続き、売買契約に関する法律上

の規定についてご紹介したいと思います。 

売買契約は、日常生活の中でも最も多く使わ

れる契約の一つで、民法及び商法にもいくつか

の規定があります。農協を通じて農産物を市場

に卸したり、契約取引で加工業者や飲食店、ス

ーパーに販売したり、通信販売で消費者に販売

したりするのは、いずれも売買です。 

前回のご説明とも重なりますが、契約の内容

に関しては、当事者同士の合意が尊重され、法

律上の規定は、当事者の間に具体的な取り決め

がなく、トラブルになった場合に、はじめて適

用されます。 

たとえば、農産物を加工業者に販売する場合、

価格（あるいは、市場価格と連動させるなどの、

価格の決定方法）や納品・代金支払の方法など

については売主と買主で合意ができているのが

通常だと思います。契約書を作成していなくて

も、口頭の取り決めでも契約は成立しますし、

何となく共通認識があって、当事者のどちらも

異議を唱えていないような場合（黙示の合意が

認められる場合）も、その内容で契約が成立し

ます。 

では、納品や代金の支払時期の合意がなかっ

た場合はどうでしょうか。この場合は民法の出

番で、民法 533 条は、当事者双方が契約上の義

務（債務）を負う場合、一方は、相手から義務

の履行を受けるまでは自分も義務の履行を拒否

することができる、としています。また、573

条は、納品期限が定められている場合は、代金

支払も同じ期限と推定する、としています。こ

のため、納品と支払は同時に行うべきものとさ

れ、お互いに、納品を受けるまでは支払をしな

い、支払いを受けるまでは納品しない、という

ことができます（同時履行の抗弁権）。 

では、例えば贈答目的の果物を出荷したら、

虫食いや傷があったとクレームが来た、という

場合はどうでしょうか。このような場合をあら

かじめ想定して、お互いに対処方法を決めてい

るケースは、日本ではほとんどないと思います。

この場合、民法 415 条によれば、売主は、きれ

いな果物をあらためて引き渡すか、それができ

ないときは損害賠償をしなければなりません。

もしこれが、結婚式の引き出物など、特定の時

期でないといけないものなのに間に合わなかっ

た場合には、民法 542 条により、契約全体が解

除され、代金の返還や損害賠償をしなければな

らないかもしれません。 

なお、損害賠償として、卸商や小売店の売り

上げ分を支払わなければならないかという点は、

難しい問題です。小売店が贈答品としてすでに

全数の注文を受けていた場合は、贈答品として

の売上額が損害といえるかもしれませんが、店

頭に並べるものだったならば、全部が売れるか

どうかもわかりませんので、仕入れ代金と返品

にかかった送料や倉庫料程度しか損害として認

められないこともあります。 

ところで、上記は民法に基づく結論です。し

かし、取引の過程でこのようなトラブルが起き

た場合、必ずしも法律によらずに、新たに相手

と解決方法について話し合って合意することも

〔法務〕 

売買契約について 

寺本法律会計事務所 

弁護士 磯井 美葉 

 

40



 お役立ち情報  

 

できます。贈答品としては販売できなかったが、

一般の商品として値段を下げれば売れるので、

元の代金の 6 割を支払ってもらう、というよう

な例です。農産物は生ものであることが多いた

め、このような解決もよくあります。誰にも落

ち度がなくても、天候不良で出来高が悪いこと

もあり、その対処についても後からお互いに話

し合うことはよくあります。文書での契約なら

ば、「双方誠実に協議する」などという文言をあ

らかじめ入れておき、具体的な対処方法はその

ときの事情に応じて決めることもあります。 

 

 

 

アグリビジネス経営塾第552号（平成24年12月6日発行）の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、消費貸借契約についてご説明します。 

消費貸借契約は、主に金銭の借り入れに使わ

れる契約方式です。 

貸し借りに関する契約類型は、民法の規定に

よれば３種類あります。賃貸借は、賃貸建物な

どというように対価を払って物を貸し借りする

契約で、使用貸借は主に無償で物の貸し借りを

する契約です。 

消費貸借は、現代では主に金銭の貸し借りを

主にさしますが、なぜ消費貸借というかといい

ますと、この場合、借主は、相手から受け取っ

たもの自体は自分で消費してしまうからです。

例えば友人に車を無料で借りたり（使用貸借）、

レンタカーを借りたり（賃貸借）した場合、借

りた車を相手に返すと思います。しかし、消費

貸借の場合は、相手から受け取ったものは借主

が消費し、返すときには同じ種類の別のものを

調達して貸主に返すのです。消費貸借は、現代

では金銭の貸し借りによく使われますが、種も

みの貸し借りのような場合も消費貸借です。 

消費貸借に関する規定は、民法にいくつかあ

ります。特徴的なのは民法 587 条で、消費貸借

の効力が生じるためには、物（金銭）の受け取

りが必要とされています。考えてみれば、貸し

借りについていくら合意していても、実際に物

を受け取っていなければ、返す義務は生じない

のですから、このこと自体は当たり前かもしれ

ません。他方で、物（金銭）の授受はまだ行わ

れていなくても、貸し借りについて双方で相当

具体的な合意ができている場合に、急に貸主が

「やっぱり貸さない」と言いだすと借主が困る

こともあり得ますので、状況に応じて、このよ

うな合意に効力が認められる場合もあります。 

消費貸借には、準消費貸借と呼ばれるものが

あります（民法 588 条）。これは、例えば売買代

金の支払を延期してもらいたい場合に、借用書

に書き直して支払時期と遅延利息を決めるよう

な場合です。もともとの原因は貸し借りではあ

りませんが、特定の金銭等を支払う義務がある

場合に、その給付義務を消費貸借契約に構成し

直す場合をさします。 

主に金銭の貸借に利用される消費貸借契約に

関して、もう一つ重要なのは、利息に関する制

限です。利息制限法では、金利を元本額に応じ

て制限しており、10 万円未満の場合 20パーセン

ト、10 万円以上 100 万円未満の場合 18パーセン

ト、100 万円以上の場合は 15 パーセントとなっ

ています。また、通常の弁済期までの利息とは

別に、支払いが遅れた場合には遅延損害金を課

すこともありますが、こちらにも制限があり、

元本に対して、制限利息の１．４６倍以下でな

ければなりません。 

なお、利息制限法とは別に、出資の受入れ、

預り金及び金利等の取締りに関する法律では、

年利 20 パーセント以上の貸し付けをした者は、

5 年以下の懲役又は 1000 万以下の罰金、もしく

はその両方という刑罰を受けることになってい

ます。かつては、貸金業法に定める登録をした

サラ金業者等の貸金業者が、年利 29.2 パーセン

トまでの利息を受け取ることが、一定の要件の

もとで許される制度になっていましたが、多重

債務者の増加に伴い、規制を厳しくするために、

平成 22 年 6 月から改正法が適用されました。 
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アグリビジネス経営塾第562号（平成25年3月7日発行）の更新 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

今回は、賃貸借契約についてご説明します。 

賃貸借契約は、アパートを借りる契約や、レ

ンタルビデオ、レンタカーなど、お金を払って

物を借りる契約全般を指します。前回ご説明し

た消費貸借契約は、金銭の貸し借りのように、

現実に借り受けたものは消費し、代わりに同じ

価値のものを返還する契約ですが、賃貸借は、

借り受けたそのものを返還するところが違いま

す。また、知人間での道具の貸し借りなど、無

料で借りるケースは、使用貸借契約といって区

別されます。 

賃貸借契約について、基本的な条文は民法の

中にありますが、このほかに重要なのが、借地

借家法と農地法です。借地借家法は、建物の所

有を目的とする土地や、建物の貸し借りに関し

て適用される特別の法律です。農地法は、農地

や採草放牧地の貸し借りについて、やはり特別

な規定を置いています。 

借地借家法も、農地法も、現実の賃貸借契約

において、借主は、土地や建物の所有者である

貸主と比べて、より弱い立場に置かれているこ

とが多いため、借主である借地人、借家人を保

護するための制度であると言われています。土

地や建物は生活や事業活動の基盤であるため、

強い立場にある地主や家主の都合によって奪わ

れないように、制限したのです。また、特に、

建物所有を目的とする土地の賃貸借では、地主

から土地の明け渡しを求められた場合、借地人

が土地上に建てた建物を取り壊して明け渡すこ

とになりますが、これを頻繁に認めると、借地

人にとって負担が大きいだけでなく、建物とい

う社会的な資源も無駄になりかねませんので、

契約期間などに特別の規定を設けて制限してい

ます。 

このような規制は、明治時代、大正時代から

認められてきました。他方で、特に借地借家法

に関しては、社会の変化に伴って、古い法律で

は借地人や借家人の保護ばかり強調され、一度

他人に土地や建物を貸すと、なかなか返しても

らえないため、かえって土地や建物の所有者が

他人に貸すのを嫌がり、有効活用の妨げになる

という問題も生じていました。このため、もと

もとあった借地法、借家法、建物保護法をまと

め、規定を整理して改正したのが、平成 3 年に

できた現在の借地借家法です。但し、借地借家

法の施行（平成 4 年 8 月 1 日）より前から設定

されている借地権、借家権の更新等に関しては、

古い法律が適用されます。 

借地借家法が適用されるのは、建物を所有す

るための土地の賃貸、または建物の賃貸であり、

事業用か居住用かは特に区別されていません。

一方、イベント期間中などのごく一時的な使用

のための借地または借家には、借地借家法は適

用されません。また、駐車場などは、民法によ

る一般原則が適用されることになります。 

では、農業用具や資材、集荷した農産物を置

くために土地を借り、雨よけのために、柱と屋

根だけの簡単な構造物を建てたい場合はどうな

るでしょうか。 

判例では、「建物」について、固定資産課税台

帳上の建物としての登録や、不動産登記簿上の

建物登記の対象であることは必ずしも必要でな

く、一般通念に従って判断すべきとしています。 

たとえば、農産物の集荷場として使用する目

的の建造物で、雨や直射日光を避けるための簡

易な覆いのため、土地に丸太を立て周囲の一部

をトタンで囲ったにすぎないバラック構造のも

のは、建物とはいえないとした例があります。 

民法、借地借家法、農地法等による賃貸借契

約の内容は次回ご説明します。 

 

〔法務〕 

賃貸借契約について 

寺本法律会計事務所 

弁護士 磯井 美葉 

 

42



 

 レポート  

消費税の増税は農業経営にどう影響するか 

公益社団法人 日本農業法人協会 

 

 

１ 消費税増税と低所得者対策の影響をどう予測するか 

平成 24 年 8 月 10 日、民主党、自民党、公明党の 3党合意に基づいて修正された消費税法

改正法が通常国会で可決・成立し、同月 22 日に公布された。 

同法は経済情勢を考慮しつつ、一定の条件付きで現行５％の消費税率を、平成 26年 4 月 1

日から８％、平成 27 年 10 月 1 日から 10％に段階的に引き上げる内容だ。 

消費税の増税は社会保障の安定財源を確保することを目的とした措置であるから、税収は

社会保障財源に充てられる。 

また、消費税増税が国民生活に与える影響を緩和するために、何らかの低所得者対策も予

定されている。 

ここで想定すべきは、消費税の引上げと、新たな低所得者対策によって、事業者の商取引

や納税事務に大きな影響が及ぶ可能性があるということだ。 

農業経営にとっても心配なことがある。 

例えば、販売先との力関係で消費税を適正に価格転嫁できるだろうか。 

国産農産物と輸入農産物の購買行動に不利な動きは出ないだろうか。 

納税額の新たな算出ルールで事務負担の増加や不利な商取引を強いられないだろうか。 

予測される問題に備えるには、消費税の現行の仕組みを確認したうえで、消費税引上げが

及ぼす影響について情報交換をし、内外に問題・課題を提起していく必要がある。 

（参照）：〔資料 1〕付加価値税率の国際比較（財務省作成） 

 

２ 現行の消費税納付額はどう計算されているか 

まず、現行の消費税の課税の仕組みを確認しておこう。 

現行の納税額の計算には「帳簿・請求書等保存方式」が採用されている。 

ただし、小規模事業者等の事務負担を軽減する観点から免税制度を始めいくつかの特例制

度が認められている。 

概要は以下のとおりだが、これが増税によってどのように変更されるのだろうか。 

（１）通常の納付額計算ルール 

単一税率の日本で採用されているのは「帳簿・請求書等保存方式」である。 

しがたって、納税者は自ら作成する帳簿上の数字を積み上げて、消費税納付税額を「（課

税売上に係る消費税額）－（課税仕入に係る消費税額）」として計算する。 

また、現行方式では、免税事業者（売上高１千万円以下の事業者）からの仕入であって

も仕入税控除が認められる点が特徴だ。 

一方、複数税率が導入されている欧州などでは「インボイス方式」が義務付けられてい

る。 

＜消費税計算の２つの方式＞ 

「帳簿・請求書等保存方式」 
請求書等の保存を前提に、納税者が作成した帳簿に記載し

た税額を控除できる方式 

「インボイス方式」 
課税事業者が発行する書類に記載された税額のみを控除

できる方式 
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（参照）：〔資料２〕主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要、〔資料３〕「請求書等保存方式」

と「インボイス方式」（財務省作成） 

（２）小規模事業者等への特例 

納税事務の負担軽減への配慮から次の特例制度が導入されているが、実取引と納税処理

に差異があることで、益税が発生するなどの問題も指摘さている。 

イ 免税制度 

基準期間の課税売上高が 1千万円以下の小規模事業者は、免税事業者とされている。 

ロ 簡易課税制度 

基準期間における課税売上高が 5千万円以下の事業者は、みなし仕入率（業種に応じ

て 50、60、70(※農林漁業)、80、90％）を用いて仕入税額を計算することができる。 

ハ 95％ルール 

課税期間の課税売上高が 5 億円以下かつ課税売上割合が 95%以上である事業者は、仕

入税額を全額控除することができる。 

 

３ 消費税が有する構造的な特徴と問題 

消費税については従来から①逆累進性、②価格転嫁、③納税事務負担などの特徴・問題が

指摘されている。 

税率の引上げに伴って、これらは商取引や会社経営に必ず影響を及ぼす。 

これら諸課題への対策については、平成 25 年 2月に与党内で協議がスタートしている。 

 

逆累進性 高所得者にも低所得者にも同一税率で課税されるため、所得が少ない人

ほど税負担が重くなる。 

各政党・団体が低所得者対策に言及するのはそのためだが、消費税の逆

進性を緩和する方策とはどのようなものか。一般的には次の４つが考えら

れる。 

① 低所得者への給付付き税額控除（所得税控除＋控除困難分は給付） 

② 食料品など生活必需品への軽減税率 

③ 低所得者への給付制度 

④ 高所得者への累進的な負担増 

政党別では自民党と公明党は②を、民主党は①を主張している。 

①は理想的だが、前提として納税者番号制度が創設されないと導入は困

難である。個人の所得・納税のデータ管理が強化される納税者番号制度に

対しては警戒する意見も多く、導入は簡単ではない。 

②はＥＵやＯＥＣＤ諸国で広く導入されている。ただ、品目ごとの線引

き、インボイスの導入による納税額算出ルールの変更、インボイスの発行

が認められない免税事業者（売上高 1 千万円以下）が取引から除外される

懸念など、制度設計上の課題は多い。自公政権は税率が 10％になる平成 27

年 10 月に軽減税率を導入する方針で一致しており、内容の詳細について今

年末の 26年度税制改正までに結論を出す予定だ。 

ＪＡグループは②の一種として「農産物にゼロ税率導入」を要望してい

る。これは低所得者対策だけでなく、大きな購買力を持つ流通業界のバイ

イングパワーに対して「農業者が価格転嫁をすることは困難であろう」こ

とを見越した農家保護が狙いでもある。 

我々日本農業法人協会がまとめた平成 24年 3 月政策提言では、食料品購
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入カードの配付が好ましいとしている。これは③の一種である。 

価格転嫁 生産者と大口需要者との取引では、大口需要者の立場が相対的に強いた

め、生産者が消費税を価格転嫁しにくいとの指摘が多い。消費税を価格転

嫁できない生産者は、消費税分の負担を強いられ収益が圧迫される。 

価格転嫁については国による監視強化や違反者への勧告を盛り込んだ特

別措置法案の国会提出が予定されているが、食品価格がデフレ圧力にさら

されている状況において、その実効性が担保されるのか憂慮される。 

価格表示 業者間取引は「外税取引」が主流だが、「内税取引」も混在している。一

方、消費者への小売段階では、平成 16 年 4月から「総額表示（内税取引）」

が義務付けられている。 

「総額表示」は支払総額が明快である一方、消費者が本体価格と税負担

額を認識し難いという欠点を持っている。 

消費税の増税が社会保障財源の確保を目的とするのであれば、その税金

の額を国民が認識するためにも、外税表示の方が望ましい。 

「総額表示」で危惧されるのは、小売業者側が店頭の総額表示価格を 100

円に据え置いて農産物の納品を求めてきた場合、消費税率が 5％→8％→

10％と引上げられる過程で農業者側が「量目を減らす」などの手を打てな

いと、価格転嫁ができないことだ。 

農業を含めた中小零細企業からみると「小売段階も外税表示とされる方

が価格転嫁は円滑に進む」とみるのが妥当であろう。 

納 税 事務

のルール 

複数税率が導入されると「記帳・請求書等保存方式」から「インボイス

方式」に変更されるだろう。インボイスの発行だけなら、これまで納品書

や請求書を発行している法人経営なら比較的容易に対応できる。 

しかし、今でも「外税取引」と「内税取引」の区分に応じて伝票処理を

するなかで、さらに複数税率に対応した処理が重なってくる。とすると、

やはり事業者の経理事務はより複雑になることは覚悟せざるを得ない。 

もう一つ大きな心配がある。免税事業者はインボイスの発行が認められ

ない可能性が高い。これは、課税事業者が免税事業者から仕入した場合に

仕入税額控除が認められなくなることを意味する。そうなれば、免税事業

者からの仕入は敬遠され、免税事業者は通常の商取引から排除されてしま

うのではないか。インボイス方式ではこの点も心配される。 

 

４ 事例ごとに影響を予測 

当協会発行のアグリビジネス経営塾第 549 号(平成 24 年 11 月 8 日発行)では、森剛一税理

士が消費税引上げによる影響について言及している。その後、日本農業法人協会の全国の会

員からも色々な意見が届けられている。 

ここでは、これらの指摘や意見をヒントにして事例ごとに影響を考えてみたい。 

 

（価格転嫁について） 

Ｑ１ 消費税を農業者が円滑に価格転嫁できるのか。 

① 日本経済が長期のデフレ下にあることから、価格転嫁の問題が最も心配される。農

業法人でも流通業者との力関係では非常に弱い立場にある。 

農産物や加工品を買ってもらう流通業者との力関係で価格転嫁ができなければ、消

費税引上げ分を値下げ販売することになり、収益性と資金繰りを悪化させる。 
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② これについて、政府は平成 24年 10 月 26 日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁・価格

表示に関する対策の基本的な方針」をとりまとめた。自民党は価格転嫁を阻害する行

為（減額、買いたたき、役務提供等の強制）や国による検査、公正取引委員会による

是正勧告を柱とした特別措置法案のとりまとめを 2 月下旬にスタートさせ、平成 25

年の通常国会に法案が提出される見通しだ。しかし、こうした対策だけで価格転嫁が

円滑に進むだろうか。 

③ 価格転嫁でネックになる大きな障害は小売段階の「総額表示」である。消費税率が

引き上げられると「総額表示」の価格は引き上げなければならない。しかし、小売段

階では便乗値上げの誤解を避けるため「総額表示」の価格を簡単に引き上げない可能

性がある。消費税還元セールとしてＰＲされるかも知れない。この懸念を払拭するに

は、消費者段階を含めて「外税表示」で統一するのが最も効果的である。消費者は税

抜価格で買い物を選び、レジでまとめて消費税を課税すれば問題はない。 

ただ「総額表示」は平成 16 年に国が導入した制度であり、これを「外税表示」に変

更するには相当なパワーがいる。 

(注)総額表示の例 

次のような類型があるが、食料品はほとんどが(a)の表示方法で税額を認識できない。 

(a)980円 (d)980円（税抜価格 934円） 

(b)980円（税込） (e)980円（税抜価格 934円、税 46円） 

(c)980円（うち税 46円）  

④ 一方、業者間取引は「外税取引」と「内税取引」が混在しているが、中小零細経営

が太宗を占める農業法人の価格転嫁を実効性のあるものとして担保するには、業者間

取引は「外税取引」を義務化すべきであろう。中小零細経営が販売先と取引する際は

税抜価格で契約し、取引高に応じて消費税を計算することに統一すれば、行政が実施

する検査などの監視活動も容易になる。 

【まとめ】消費税の価格転嫁には、業者間取引に「外税取引」を義務化すべきである。

そのうえで行政による監視活動を強化しないと実効性が担保されないのでは

ないか。さらに、円滑な価格転嫁を促すには、業者間取引～小売段階までを「外

税取引・表示」に統一することが望ましい。 

 

（複数税率について） 

Ｑ２ 食料品に軽減税率を適用する場合、その適用範囲をどこで分けるのか。 

① 軽減税率は生活必需品への税率を軽くすることで低所得者に配慮するのが目的だ。

諸外国では高級食料品や嗜好品、外食は軽減税率の対象外とされているケースが多い。 

(注１)フランスの例：バター､バターチョコチップクッキー(ショコラの少ないもの)､冷凍餃子は

5.5%。惣菜は 7%。ショコラ、チョコクッキーは 19.6%。 

(注２)イギリスの例：食料品はゼロ税率だが、嗜好品や惣菜は 20%。 

国産の食料品でも、高級和牛、ギフト用の高級フルーツ、高糖度トマト、松茸、本

マグロ、などは贅沢品に類する。こうした品目を含めた全食料品に軽減税率を適用す

ると、低所得者対策だけでなく、高所得者の税負担を軽減する効果が生まれてしまう。 

では高級品や嗜好品は除外し、一般の食料品のみに軽減税率を適用するとしよう。

そうすると、輸入ビーフなど安価で販売される輸入食品は全て軽減税率が適用される

一方、一部の高級な国産食料品には一般税率が適用される。そうなれば、消費者の購

買行動は輸入農産物を使用した安価な商品に向かってしまう。 

② 国内農業を保護するために、輸入農産物を除外して国産農産物だけに軽減税率を適

用するというアイデアがあるが、貿易摩擦を引き起こすため採用は困難であろう。 
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③ 仮に、すべての食料品に軽減税率（現行の５％）を適用すると、飲食料品は課税ベ

ースの 4分の 1を占めるため、標準税率の 10％をさらに引き上げないと想定した税収

(社会保障財源)が確保できなくなる。ＪＡグループが要望する食料品ゼロ税率も、標

準税率が一層引き上げられる副作用を想定しないといけない。 

【まとめ】軽減税率は適用品目の線引きが難しく、場合によって国産農産物の購買行動

に不利な影響を及ぼす可能性がある。また、軽減税率が導入されると想定税収

の減収を招くため、標準税率（10％）をさらに引き上げる議論が前倒しされる

ことを覚悟しないといけない。 

 

Ｑ３ 軽減税率が導入されると業者間取引にどのような影響が出るか。 

① 軽減税率が導入されると「インボイス方式」で納税額を計算することになると思わ

れる。課税事業者はインボイスを発行して、消費税納税額はインボイスを積み上げて

「（課税売上に係る消費税）－（課税仕入に係る消費税）」で計算する。 

インボイスはこれまで発行している納品書・請求書に課税事業者登録番号を付した

うえで、品目毎の本体価格、適用税率、税額を表示して取引合計額を集計するような

内容と思われる。 

　　　納品書　兼　請求書 (課税事業者番号 212 3654 876)

株式会社　○○商事　様 有限会社□□農産

品目 数量 単価 金額 消費税率 消費税額

こしひかり 200 350 70,000 5.00% 3,500

ミルキークィーン 150 340 51,000 5.00% 2,550

もみ殻くん炭 80 800 64,000 10.00% 6,400

合計 185,000 12,450

消費税額 12,450

総　　計 197,450
 

しかし、免税事業者はインボイスを発行できない（または消費税額の記載ができな

い）。これは、課税事業者が免税事業者から仕入をすると仕入税額控除を受けられず、

課税事業者は売上消費税の全額を自社負担することを意味する。 

このことから、インボイスが導入されると小規模経営である免税事業者が業者間取

引から排除されることを懸念する指摘がある。 

② 一方、経営の多角化で近隣農家の生産物を仕入販売、集荷販売している農業法人で

は、免税事業者からの仕入れが避けられない。稲作法人には近隣稲作農家の米を集荷

しているケースが多い。その場合、農業法人は仕入に係る消費税相当額を控除できず

に、消費税の負担が大きくなる。 

森剛一税理士は、土地利用型農業の法人経営が支払う畦畔の草刈りなどの圃場管

理費、農事組合法人が支払う従事分量配当のほとんどは免税事業者に対する支払

いになるため、インボイス方式になると仕入税額控除が認められなくなり、これ

らの農業法人の税負担が重くなると指摘している。 

【まとめ】複数税率制で「インボイス方式」が義務化されると、免税事業者が取引から

排除される可能性がある。また、免税事業者からの仕入が避けられない企業は、

仕入税額控除ができずに税負担が重くなる。 
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（複数税率と外食） 

Ｑ４ 外食は生活必需品と認められず標準税率の適用とされる場合、フードコートや立

食いソバ屋、コンビニ内の飲食スペースなどの取り扱いはどうなるのか。 

① 飲食サービスを提供する営業を外食とするなら、フードコートや立食いソバ屋はセ

ルフ形式でも外食営業に該当し、高い標準税率が適用される。 

一方、コンビニの飲食スペースは購入した弁当を消費者が飲食する場所なので、弁

当販売は食料品の購入(物販)として軽減税率が適用される･････のであろうか。 

② 弁当は軽減税率、外食は標準税率となれば、もしかするとフードコートは弁当売場

に改装され、となりに共用休憩室が設置されて家族連れやカップルが弁当を食べるよ

うな光景が増えるのだろうか。 

あくまでも想像であるが、お皿と弁当容器の違いで税率が異なるとなると、まか不

思議な光景が出現するかも知れない。 

【まとめ】飲食サービスと物販の境目は微妙で、境目の決着次第によってはビジネスス

タイルが変化するかもしれない。 

 

（複数税率と委託販売） 

Ｑ５ 日本では市場やＪＡ、直売店を通じて委託販売される農産物が多いが、複数税率

とインボイスの導入によってどのような影響を受けるか。 

① 我が国ではＪＡや市場、直売所を通じて農産物を「委託販売」することが多い。そ

の時、インボイスを誰がどのように発行するのだろうか。６次産業化で増加している

直売所を通じた「委託販売」と、スーパーへの「一般販売」を比較してみよう。 

下図の「委託販売」では、飲食店に販売するのはＡ農園になる。直売所は委託販売

の仲介業者としてＡ農園から 15％の手数料を得るとともに、飲食店が課税事業者なら、

Ａ農園に代わってＡ農園の課税事業者番号を記載したインボイスを代理発行すること

が必要になる。 

一方、「一般販売」では、Ａ農園の農産物はスーパーが購入し、飲食店に販売するの

はスーパーである。この場合に飲食店が必要とするインボイスはスーパー自身が発行

すればよい。 

委
託
販
売

一
般
販
売

Ａ農園
【課税事業者】

直売所
【課税事業者】

ｏｒ
【免税事業者】

飲食店
【課税事業者】

Ａ農園
【免税事業者】

スーパー
【課税事業者】

飲食店
【課税事業者】

販売委託
(本体1000円+税100円)

代理で販売
Ａ農園のインボイスを代理発行

← 清算後代金935円 ←
(1100円-手数料165円(15%))

代理受領 ← 代金支払
(1100円)

販売
(本体700+税70円)

本体1000円+税100円で販売
スーパーのインボイスを発行

代金支払
(770円)

← 代金支払 ←
(1100円)

生産者 中間業者 購入業者

 
② 心配されるのは農業者やＪＡが運営する委託販売を仲介する直売所のレジシステム

である。直売店の来店者の多くはインボイスを必要としない消費者であろうが、課税

事業者である飲食店が食材仕入に来店した際にはインボイスが必要になる。 

現行の直売所のレシートには生産者番号、商品名、単価等が１枚にまとめて印字さ

れているが、複数税率になるとバーコードで課税事業者と免税事業者を判別して、課

税事業者である生産者分についてのみインボイスを代理発行するレジシステムが必要
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になる。多くの生産者と来店者をつなぐシステムはかなり複雑になるのではないだろ

うか。 

一般消費者
生産者(課税事業者1)
生産者(課税事業者2) 一般消費者
生産者(課税事業者3)
生産者(課税事業者4) 一般消費者
生産者(課税事業者5)
生産者(課税事業者6) 一般消費者
・・・・・・・・・・・・・・

生産者(免税事業者) 課税事業者

生産者(免税事業者)

生産者(免税事業者) 課税事業者

生産者(免税事業者)

・・・・・・・・・・・・・・ 課税事業者

＜出荷者・計50名＞

課税事業者

直売所
（委託販売の受託者）

生産者につい

て課税事業者、
免税事業者の

区分と課税事業
者番号を毎年

把握する。

購入者から求め

られれば課税
事業者に該当

する生産者の
商品について、

インボイスを代
理発行する。

新システムとレジ機械の
導入（1枚のレシートで処
理できるのか？）

委

託

販

売

販

売

販売

＋
インボイス

の

代理発行

 

③ ①と②の影響を考えると、複数税率とインボイスの導入によって、システム開発に

対応できない直売所の「委託販売」は継続が困難になるのではないか。すると農産物

の流通形態が「委託販売」から「一般販売」に一層シフトすることになる。 

大手流通業者やＪＡグループが独自に複数税率に対応したシステムを開発して、農

業生産者はいずれかにグループ化されていくことも考えられる。 

こうした事態は農業者の発言力の低下を招き、国が進める６次産業化は大きく後退

する。 

【まとめ】複数税率とインボイスは「委託販売」市場に大きな試練となる。流通業者に

よる農業者のグループ化などをひき起こす可能性もある。 

 

５ まとめ 

ここでは消費税増税の実施方法によって、事業者が受ける影響について言及した。 

納税は国民・事業者の義務であるが、消費税を価格転嫁できない、あるいは商取引に大き

な変更を余儀なくされた、ということになれば、食料の生産と安定供給を担う農業経営体に

とって経営の競争力を消耗させることになりかねない。 

増税の具体的な実施方法と激変緩和策を巡って新政権で議論が本格化していくが、日本農

業法人協会では農業経営への影響を予測しながら、情報発信を続けていきたい。 

時期 税率 筆者の意見

平成25年 5%

夏 ①消費税の転嫁対策を決定

（価格転嫁のための特別措置法を制定）

年末 ②低所得者対策を決定

　　5%→8%では、暫定的に簡素な給付措置
　　8%→10%では、軽減税率の導入を検討

平成26年4月1日 8%

平成27年10月1日 10%

政府与党の動向（予測）

　　低所得者に簡素な給付措置

軽減税率の導入か

転嫁には外税表示への統一が望まし

い。特に、業者間取引は外税取引を義

納税事務や商取引への悪影響を考

慮すると単一税率が望ましい。

複数税率(軽減税率)を導入する場合
は、税率の区分、インボイスと納税額計

算のルール、免税事業者への悪影響、

委託販売への悪影響などについて、
十分な対策を検討する必要がある。

 
 

〔専務理事 菊池 潤〕 
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財務省ホームページより 

〔資料１〕 

付加価値税率（標準税率）の国際比較 

(2012 年 1 月現在） 

 

（備考）１．日本の消費税率 5%のうち 1%相当は地方消費税(地方税）である。 

２．カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税（付加価値税）の他に、ほとんどの州で州の付加価値税

等が課される（例:オンタリオ州 8%）。 

３．アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている（例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の

合計 8.875%）。 

（出所）各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。 

 

付加価値税率（標準税率及び食料品に対する適用税率）の国際比較 

 

（備考）１．上記中、 が食料品に係る適用税率です。なお、軽減税率が適用される食料品の範囲は各国ごとに異

なり、食料品によっては標準税率が適用される場合があります。また、未加工農産物など一部の食料品

について上記以外の取扱いとなる場合があります。 

２．欧州理事会指令においては、ゼロ税率及び５％未満の軽減税率は否定する考え方が採られています。 

 

（その他は上表の備考、出所と同じ。） 
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財務省ホームページより 

〔資料２〕 

 

主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要 

 

（2012 年 1 月現在)  

国名 ＥＣ指令(注) フランス ドイツ イギリス 
 

≪参考≫日本 

【請求書等保存方式】 

仕入税 

額控除 

インボイス保存が要件 

 

他の課税事業者に支払

うべきまたは支払った付

加価値税額は控除可

（168 条）  

インボイス保存が要件 

 

インボイス記載の税額を

控除  

インボイス保存が要件 

 

インボイス記載の税額を

控除  

インボイス保存が要件 

 

インボイス記載の税額を

控除  

 帳簿及び請求書等の保

存が要件  

仕入れ等に係る税込価

額から一括して割り戻

す形（税込価額×4/105）

で計算した消費税額を

控除  

発行資格 

・ 

義務者 

事業者（220 条）  

 

※免税事業者は税額記

載不可（289 条）  

事業者  

 

※免税事業者は税額記

載不可  

事業者  

 

※免税事業者は税額記

載不可  

登録事業者（登録番号

が付与される）  

※非登録事業者（免税

事業者）は発行不可  

請求書等の発行者に制

限なし  

記載事項 

 

①年月日 

②付加価値税登録番号  

③供給者の住所・氏名  

④発行番号（連続番号）  

⑤顧客の住所・氏名  

⑥財貨・サービスの内容  

⑦税抜対価  

⑧適用税率・税額 等  

（226 条）  

 

①年月日  

②付加価値税登録番号  

③供給者の住所・氏名  

④発行番号（連続番号）  

⑤顧客の住所・氏名  

⑥財貨・サービスの内容  

⑦税抜対価  

⑧適用税率・税額 等  

 

①年月日  

②付加価値税登録番号  

③供給者の住所・氏名  

④発行番号（連続番号）  

⑤顧客の住所・氏名  

⑥財貨・サービスの内容  

⑦税抜対価  

⑧適用税率・税額 等  

 

①年月日  

②付加価値税登録番号  

③供給者の住所・氏名  

④発行番号（連続番号）  

⑤顧客の住所・氏名  

⑥財貨・サービスの内容  

⑦税抜対価  

⑧適用税率・税額 等  

【請求書等の記載事項】  

①年月日  

②書類の作成者の氏名

又は名称  

③書類の交付を受ける

当該事業者の氏名又

は名称  

④資産又は役務の内容  

⑤税込対価  

※税額の記載は任意  

免税事業

者からの

仕入れ 

―  

インボイスに税額の記載

がないため、仕入税額

控除できない  

 

免税事業者が税額記載

した場合にも、税額控除

不可  

（当該免税事業者には、

記載税額の納付義務あ

り）  

インボイスに税額の記載

がないため、仕入税額

控除できない  

 

免税事業者が税額記載

した場合にも、税額控除

不可  

（当該免税事業者には、

記載税額の納付義務あ

り）  

インボイスがないため、

仕入税額控除できない  

 

 

非登録事業者がインボ

イスを発行した場合に

も、税額控除不可  

（当該免税事業者には、

記載税額の納付義務あ

り）  

免税事業者が発行した

請求書等の場合にも、

税額控除を容認 

（注） EC 指令は、2007 年 1 月より、それまでの EC第６次指令が改編されたもの。（内容について実質的な変更はなく、条文の構成や文言等

が修正された。） 
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財務省ホームページより 

〔資料３〕 

 

「請求書等保存方式」と「インボイス方式」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加え、取引の相手方（第三者）が発行した請求

書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用

税率・税額を記載することは義務付けられていない。 

○ 単一税率の下では、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はな

いが、複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの（インボイス）

がなければ適正な仕入税額の計算は困難。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除

することができる方式。  

① 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「イ

ンボイス」の副本の保存が義務付けられている。 

② 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。 

③ 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入

れについて仕入税額控除ができない。 

（注）「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載され

た書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号

を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されて

いるものではない。 

 

52



 レポート  

金融取引の円滑化に向けた財務状態の自己点検 

（北海道、山形県、大分県の農業法人研修会で提供した内容を編集したもの） 
 

 

公益社団法人 日本農業法人協会 

 

Ⅰ 金融庁の金融検査マニュアル  

金融庁は金融機関の業務について検査を行っているが、金融庁の検査官が用いる手引書・

指針として、金融検査マニュアル（以下、金検マニュアルという。）が公表されている。平成

11 年 7 月に策定され、平成 14 年 6 月に中小企業向け別冊が策定され、その後も改正が重ね

られている。 

一方、平成 20 年秋のリーマンショック後の中小企業対策として平成 21 年 12 月に中小企

業金融円滑化法が施行され、金融機関に返済猶予等への努力義務を課してきたため、ここ数

年は金検マニュアルの原則ルールによる対応が表面化せずに金融取引が行われてきた。 

しかし、平成 25 年 3 月で中小企業金融円滑化法の適用が終了したため、今後は金検マニ

ュアルの原則ルールに従った金融取引が徐々に顕在化するとみられる。 

となれば、借り手である企業経営者が金検マニュアルの債務者区分の仕組み（それに応じ

た金融機関の行動）を知っておくことは大変重要であるし、実は、金融庁は前々から企業経

営者に金検マニュアルのルールを理解して欲しいと訴えている。 

企業経営者は自社の財務状況を客観的に分析・把握して、さらに、効果的な経営改善策を

樹立し実行していかなくてはならない。これが実行できていれば、金融取引の本来の姿、す

なわち企業活動の潤滑油としての資金循環が生きてくる。 

 

１ 債務者区分と金融機関の対応 

金検マニュアルの中には金融庁が想定する債務者区分（正常先、要注意先、破綻懸念先、

実質破綻先、破綻先）が示されており、金融機関はその考え方を斟酌して決算対策や融資行

動・回収行動をコントロールしている。 

例えば、金融機関は債務者区分に基づき、将来の貸倒リスクに備えた貸倒引当金の引当を

行う。破綻懸念先以下の顧客への貸付金については、個別に回収不能額を見積もって引当処

理を行い、最悪の場合は貸倒償却に至るので、金融機関の財務を悪化させる要因になる。 

そうなると金融機関は株主の利益を守るために、財務内容に問題のある債務者への新規の

融資を回避したり、融資残高を減少させる行動を選択せざるを得なくなる。 

債務者区分 金融機関の対応（例） 

正常先 積極支援。 

要注意先 経営改善の見通しを確認して融資又は条件緩和を審査。 

破綻懸念先 原則支援困難。事業再生の可能性があれば別途検討。 

実質破綻先 
支援困難。 

破綻先 

金検マニュアルに示されている債務者区分の具体的な考え方は次表のとおりである。ポイ

ントは、金検マニュアルにおいて「形式基準」と「実質基準」を併記している点だ。 

金融円滑化法
によって取扱
いが緩和され
ていた。 
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（金融検査マニュアルで定める債務区分の考え方） 

B/S P/L

実

質
破
綻

先

□深刻な経営難の状態にあり、再建の見

通しがない状態にあるなど実質的に経営破
綻に陥っている債務者

破
綻
先

□法的・形式的な経営破綻（破産、会社

更生、民事再生、手形不渡りなど）の事実
が発生している債務者

決算書 留意事項
【金検マニュアル】

実質基準

正
常
先

破
綻
懸
念
先

□現状、経営破綻の状況にはない

が、経営難の状態にあり、経営改善
計画書等の進捗状況が芳しくなく、今
後、経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者
（事業は継続しているが実質債務超
過に陥っており、返済が延滞状態に
ある。）

債務者区分の基準
【金検マニュアル】

形式基準

損
益
が
赤
字

 ※１要注意先⇒正常先の検討
赤字企業でも次の場合は正常先として差し支え
ない。

①創業赤字で当初の事業計画と大幅な乖離が

ない者

②赤字の原因が一過性で短期間に黒字転換

が確実な者

③中小・零細企業で返済能力に問題がない者

債務者

区分

債
務
超
過
（

自
己
資
本
が
マ
イ
ナ
ス
）

□業況が良好であり、かつ、財務

状況にも特段の問題がない債務者
（延滞や条件緩和（計画達成者は
問題なし）がないこと）

(1)債務者区分は業種等の特性を踏まえ、キャッ

シュフローによる債務償還能力、経営改善計画の妥
当性、金融機関などの支援状況を総合的に勘案し
て判断する。

(2)特に中小・零細企業等ついては、当該企業の

財務状況のみならず、技術力、販売力、成長性、役
員報酬の支払状況、代表者等の収入状況・資産内
容・保証能力、親会社の財務状況等を総合的に勘
案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断する。

損
益
が
黒
字

□金利減免・棚上げを行っているな

ど貸出条件に問題のある債務者、元
本返済若しくは利息支払いが事実上
延滞しているなど履行状況に問題の
ある債務者（負債整理資金を融資し
計画達成未了の者を含む）

□業況が低調ないしは不安定な債

務者又は財務内容に問題のある債務
者（営業利益や経常利益が赤字、自
己資本が脆弱）など今後の管理に注
意を要する債務者

要
注
意
先

※２破綻懸念先⇒要注意先の検討
金融支援を前提にした経営改善計画が策定さ
れ、次の全てを満たす場合は要注意先として差
し支えない。

①経営改善計画(５～１０年計画)の実現可能性

が高い。

②計画期間終了後の姿が原則として正常先に

該当する。

③全金融機関などが支援に合意済。

　中小・零細企業等は上記(1)に留意し、計画

策定未了の者を直ちに破綻懸念先と判断しては
ならない。

資
産
超
過
（

自
己
資
本
が
プ
ラ
ス
）

 

 

54



２ 債務者区分の考え方 

良い決算を続けると、損益計算書（Ｐ/Ｌ＝収益力）は黒字になり、貸借対照表（Ｂ/Ｓ＝

財政力）の純資産額（総資産額－負債総額）は増加する。この状態が「正常先」である。 

しかし、損益赤字が続くと、過去の利益の蓄積である純資産額を食いつぶして財政力を低

下させるので「要注意先」にランクダウンする。 

さらに損益赤字が続いて純資産額を完全に食いつぶして債務超過に陥ると、経営存続のリ

スクが高まって「破綻懸念先」までランクダウンしてしまう。 

以上は「形式基準」による決算書の判定結果であり、イメージは次のようなものだ。 

蛇足であるが、利益を出して納税しないと決算書は良くならない。 

【損益計算書Ｐ/Ｌのイメージ】

〔Ａ〕黒字決算 〔Ｂ〕赤字決算

売上 100,000 千円 売上 90,000 千円

経費 90,000 経費 95,000

税引前純利益 10,000 税引前純利益 -5,000

法人税等 6,000 法人税等 0

当期純利益 4,000 当期純利益 -5,000

【貸借対照表Ｂ/Ｓのイメージ】

①資本充実 ②資本一定確保 ③資本脆弱 ④債務超過

固定負債

純資産
純資産

流動負債

固定負債

固定資産 固定負債

流動負債

純資産
(自己資本)

流動負債

▲純資産

流動資産

固定資産

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

流動資産

流動資産

固定資産

黒字を続け

ると自己資
本が蓄積
(納税しないと

良くならない)

赤字を続け

ると自己資
本を消耗

「正常先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ａ〕
⇒Ｂ/Ｓは①②又は③

「要注意先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ｂ〕
⇒Ｂ/Ｓは③又は④

「破綻懸念先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ａ〕〔Ｂ〕
⇒Ｂ/Ｓは④

 

次に「実質基準」による判定が行われる。 

現在又は今後のキャッシュフローによる返済能力、過去の取引状況、今後の経営見通し、

技術レベル、経営者個人の資産状況などによって経営実態が判定される。 

キャッシュフローは簡便的には「当期利益＋減価償却費」とされることもあれば、次のよ

うな方式で詳細に把握されることもある。 

【事業キャッシュフロー】

当期純利益

　＋　減価償却費等（現金支出を伴わない経費）

　±　営業活動を通じた現金収支（売掛金、買掛金、棚卸資産、固定資産、未払金等の増減）

　＝　事業キャッシュフロー

加工品､米､育成牛､
肥育牛など

機械設備に加えて､繁殖用
豚･牛､経産牛など

 

返済能力は、現在又は今後のキャッシュフローによって借入金を何年で返済できるのか、
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ということが検証される。 
 

総借入金残高－経常運転資金（売上債権＋棚卸資産－買入債務） 
返済能力 ＝                                

キャッシュフロー  

経営者個人の資産保有状況は、企業活動に経営者が提供している不動産の有無、今後提供

可能な不動産や現預金の有無などが確認される。 

こうして「形式基準」
．．．．．．

と
．
「実質基準」
．．．．．．

の
．
結果を総合的に考慮して金融機関は
．．．．．．．．．．．．．．．．

債務者区分
．．．．．

を
．

毎年見直
．．．．

す
．
。中小企業に対しては大企業と同じような評価ではなく、「実質基準」に配慮して

柔軟な判断を行うよう金検マニュアルに明記されている。 

そして、追加
．．

融資の可否や返済条件、担保・保証などの条件
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は債務者区分を考慮
．．．．．．．．．

しながら
．．．．

決められていく
．．．．．．．

。 

企業経営は山あり谷ありなので債務者区分はランクアップとランクダウンを繰り返すが、

経営者自らが財務状況を自己点検し、経営計画を樹立し、狙いどおりの効果を上げられれば、

ランクアップに繋がることに間違いない。 

 

３ 中小企業金融円滑化法が終了 

中小企業金融円滑化法は金融機関に返済猶予への努力義務を課した時限法として平成 21

年 12 月に施行され、その後延長されてきた。同法の目的は平成 20 年秋のリーマンショック

以降に借入金の返済が困難となった中小企業の経営改善の支援である。 

同法によって、金融取引上の厳しい対応が回避されてきたのがここ数年の実態だ。 

しかし、同法は平成 25年 3 月で期限が到来して終了した。 
 

金融機関が同法に基づき中小企業向けに実行した返済猶予件数は平成 24 年９月末の

累計で約３４０万件（うちＪＡ･ＪＦグループ分は約５万件） 

＜平成 24 年 7月 19 日、11 月 30 日 金融庁報道発表資料より＞ 

 
これに対し、平成 24 年 4 月 20 日に内閣府・金融庁・中小企業庁は連名で「中小企業金融

円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を発表した。 

同年 11月 1 日には金融担当大臣談話として「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・

監督の方針」が示され、金融機関は従来どおり貸付条件の緩和や円滑な資金供給に努めるべ

きとの方針が述べられている。 

しかし、企業経営者には金検マニュアルの原則ルールを念頭に置いた経営管理態勢が求め

られることを覚悟した方がよい。 

 

４ 金検マニュアルは借り手も知っておくべき 

金融庁が「企業経営者に金検マニュアルを知って欲しい」と言っていることは冒頭に触れ

たので、金融庁が企業向けに配布しているパンフレットの一部を紹介しよう。 
 

金融庁は金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕を公表し、両者に密度の高い

コミュニケーションを期待しています。 

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の重点の一つは、金融機関から中小企

業への働きかけです。そのためには借り手である中小企業の側も、このマニュアルの

内容をよく知ることが必要なのです。 

＜知ってナットク！ ～中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識～(金融庁)より＞ 
 

(年) 
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５ デフレ下の企業行動と財務リストラ 

日本経済がデフレ基調に転じてから既に 10 年以上になる。 

デフレ下では企業が生産する製品など、モノの価値が持続的に下落する。平成 23 年頃か

ら、円はドル・ユーロなどの主要通貨に対して超円高(対ドルで 70 円台後半)となってデフレ

を増幅させた。平成 25 年以降はアベノミクス(安倍首相が提唱する経済金融政策)で円安が進

めば円高修正の為替相場が物価をかく乱する可能性がある。 

インフレとデフレとは正反対の経済環境である。インフレ下における良薬が、デフレ下で

は劇薬となって災いを生んでしまうのはそのためだ。例えば、経営安定のためと思って不動

産や在庫を抱え込むと、値上がりどころか含み損（時価が取得簿価を下回ることによる損失）

が発生して財務を劣化させてしまう。 

こうしたことからデフレ下で大企業は「ムダなことに金を使っていないか」を総点検して、

何年も財務リストラ（財務のダイエット）を続けてきた。借入金の圧縮や、事業分野の絞り

込み（選択と集中、費用対効果の徹底）、万一に備えた手元預金残高の積み増しなどはその例

だ。資産規模を圧縮しながら経営効率を向上させるために、稼働率の悪い部門を売却して、

他社との相互補完を狙った事業提携に切り替えていく動きも増えた。 

企業財務では、損益計算書（Ｐ/Ｌ）上の見かけ上の
．．．．．

損益
．．

より、キャッシュフロー計算書

に現れる実質的な
．．．．

現金収支
．．．．

が注目されるようになった。 

同時に、損益計算書（Ｐ/Ｌ）に現れる１年間の損益もさることながら、長期間の経営成
．．．．．．．

績が累積した貸借対照表（Ｂ
．．．．．．．．．．．．．

/
．
Ｓ）
．．

の安定度
．．．．

がより重視されるようになった。年間損益が赤字

に転落しても、企業の基礎体力を示す貸借対照表（Ｂ/Ｓ）が健全な状態にあれば、企業活動

を維持することができるからだ。 

中小企業経営には経営者の個人資産･負債が混在していることから、大企業と同じ財務リ

ストラは進められないが、類似の手法で「実態バランスシート（Ｂ/Ｓ）」が作成される。 

実態バランスシートは金融機関が作成・活用するだけでなく、企業が自ら作成して企業体

力の把握や経営計画の検討に役立てている。 

【実態バランスシートを考える】

純　資　産

流動資産

流動負債
（役員への未払金）

固定負債

(役員借入金)

プ
ラ
ス
要
因

１　役員報酬の一部を万一に備えて個人預金として積み立てている。

２　価値のある営業用資産は社長親族の個人所有になっている。

３　価値のある不動産を社長親族で所有している。

４　社長からの借入金は返済しないので実質資本金に近い。

プラス要因 マイナス要因

５　社長への未払金は支払い不要なので実質資本金に近い。　　など

マ
イ
ナ
ス
要
因

１　簿外の借入金や巨額の保証債務を負っている。

２　社長に対する仮払金、貸付金が実質返済されていない。

３　過大な役員報酬を得て、会社決算を赤字にしている。

４　不良化した売上債権や棚卸資産、固定資産が計上されている。

５　減価償却を限度額まで実施していない（償却不足）。　　　など

固定資産

次のような事情を考慮して実態B/Sを作成する

実態を検証

実
態
は
も
っ
と
良
い

実
態
は
も
っ
と
悪
い
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Ⅱ 農業法人の財務点検   

農業を他産業と比較すると「農業経営は天候や災害、疾病など自然条件の影響を受けるの

で収益が不安定」である。そのため、業種によって共済制度、補てん制度、税制などが用意

されていて、十分か否かは別として経営の悪化を防いでいる。 

では財務上、他産業とどのような違いがあるだろうか。 

第一に農業は総資産回転率が低い。食品関係の中小企業の総資産回転率が 1～2 回転以上

であるのに対し、農業は 1回転未満がほとんどである。理由は二つある。一つは農業の生産

サイクルが長期であること。稲作･果樹などは年 1作、和牛肥育は 20 か月である。酪農は仔

牛を約 2年間育成し、分娩開始後にやっと搾乳が可能になる。生産用の固定資産である繁殖

牛、繁殖豚、樹木などにも給餌や施肥などの育成管理がいる。もう一つは売上に対して投資

規模が大きいことである。米の収穫は年 1回でも乾燥調製･保管施設が必要だ。分散錯圃のた

め機械の台数は多く消耗も激しい。高性能なハウスは高額である。畜産では環境対策のため

の糞尿処理施設に多額を要する。 

第二に自己資本比率が低い。これにも理由は二つある。一つは収益性が不安定なことだ。

害虫や疾病事故、相場下落があると大幅な赤字になって、蓄積していた自己資本を食い潰す。

また、水田経営では恒常的に営業利益が赤字になって営業外利益で補てん金等を受け入れる

など、構造的に営業利益段階が赤字になる業種もある。もう一つは固定資産や棚卸資産が多

額になるため総資産が膨らんでしまうことだ。これは総資産回転率が低い理由と同じだ。 

【総資産回転率と自己資本比率の業種比較】

総資産 総資産回転率(回) 自己資本比率(%)

(100と
する)

売上高
総資産

自己資本
総資産

259 100 0.86 21.5% 水稲作付面積27ha

11 100 0.72 - 第1位品目作付面積10ha

14 100 0.70 0.2% 第1位品目作付面積27ha

31 100 0.82 - 第1位品目作付面積9千㎡

18 100 0.99 1.2% 第1位品目作付面積10千㎡

22 100 1.03 23.5% 茶園面積29ha

16 100 0.99 11.5% 第1位品目収穫量453ｔ

北海道 38 100 0.69 18.6% 成牛頭数309頭

都府県 69 100 0.84 14.9% 成牛頭数149頭

55 100 0.58 20.3% 飼養頭数1,095頭

102 100 1.09 18.1% 繁殖雌豚頭数401頭

50 100 1.29 10.0% 飼養羽数205千羽

13 100 2.20 17.3% 飼養羽数149千羽

24,948 100 1.46 29.4%
35,748 100 2.62 24.2%
70,594 100 2.27 19.6%
68,219 100 1.23 14.1%
5,200 100 1.30 19.2%

(注)　１　農業関係は㈱日本公庫の平成23年農業経営動向分析結果(H23決算)のデータで計算　（｢－｣は自己資本がマイナス）

　　 　2　中小企業関係は中小企業庁の中小企業実態基本調査(平成23年確報（H22決算)）のデータで計算

養豚一貫

採卵鶏

ブロイラー

平均経営規模企業母数

耕
種
等

酪農

畜
産

持帰り･配達飲食サービス業

稲作

果樹

露地野菜

施設野菜

食料品製造業

飲食料品卸売業

飲食料品小売業

飲食店

中
小
企
業

産業区分

施設花き

茶

きのこ

肉用牛肥育

 

収益が不安定で、経営効率(総資産回転率)が低く、自己資本が脆弱となると非常に厳しい

ようであるが、中長期の経営計画を立てて肥培管理・飼養管理・労働生産性管理を徹底して

いる経営体は良好な財務を維持している。 

設備投資が多額に及んでも費用対効果が上手にコントロールされていれば、収益と資金繰

りは確保される。費用対効果の検討が不十分なままに加工･直売設備に多額の投資をすると、
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不良資産、不良在庫、貸倒れが発生して資金繰りに窮してしまう。６次産業化は既存の食品

製造業者、食品流通業者、サービス業者との競争であり、その意味で経営上のリスクの検討

はこれまで以上に重要になる。 

農業経営体の業種別の財務動向については㈱日本政策金融公庫が「農業経営動向分析結

果」（以下「公庫調査」とする。）を毎年公表している。以下、公庫調査のうち北海道酪農法

人の調査結果を引用しながら、農業法人の財務状況を点検してみたい。 

 

１ 大規模経営が良い…とは限らない 

次の分散図（公庫調査）は北海道酪農法人（３か年比較が可能な 38 社）の経営規模と経

常利益の分布状況を示している。 

酪農（北海道）

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0 200 400 600 800 1,000

成牛頭数（頭）

農家所得
（千円）

 

成牛頭数と経常利益の相関性は実線で描かれているが、プロット点の分散状況を見ると、

経営規模と利益の相関性は低いことが分かる。 

例えば、200 頭未満でも 800 頭規模と同等の利益を上げている法人がある。また、最も高

い利益を上げている法人は 400～600 頭規模にいる。一方、赤字の会社は幅広い規模に分布し

ている。法人は利益を追求して経営活動を営むが、経営規模と利益が比例しているかという

と必ずしもそうなってはいない。 

 

２ 好成績を生み出す要因は何か 

では酪農経営では何が利益を生み出すのか。おそらく、 

・牛の飼養成績（飼養管理と直結した乳質・乳量・疾病・事故、分娩期間） 

・コスト対策（作業の効率性、人繰り、飼料コスト） 

・自給飼料畑と頭数規模のバランス 

・牛の更新期間             など 

といった基本対策が上手にコントロールされることであろう。 

経営者がどのような経営スタイルを目指すかは様々だが、近年は多くの経営で大規模化と

乳量のアップが重視されてきた。 

一方で、粗飼料の自給にこだわって飼養頭数を決める経営もある。長めの更新期間を前提

に牛の健康管理を行い、乳量は低くても飼料費や減価償却費を抑制して収益の確保を目指す。

借入金を抑制できるのもメリットの一つだ。 

経常利益 

（千円） 
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このように経営スタイルは異なっても、必要な基本対策のコントロールに成功すれば、結

果として収益とキャッシュフローは確保できる。 

基本対策は「経営ノウハウ」として作業手順書に文書化され、あるいは経営者の頭の中に

経験値として埋め込まれて従業員に作業指示が出されていく。 

従来の経営ノウハウを順守しても期待した結果が出ないときは、経営者は経営方式を大胆

に見直して時々の経営環境に即したノウハウに衣替えしていく。 

 

３ 収益とキャッシュフローが力の源 

企業の基礎体力を示す貸借対照表（Ｂ/Ｓ）が重視されることはⅠの５で述べたが、貸借

対照表をより良くしていく源は収益力とキャッシュフローである。 

仮に今が債務超過でも、足元で収益とキャッシュフローを確保して、今後も維持できる方

策があれば、実現可能性の高い経営計画を作成することができる。 

また、農業経営は売上に比べて総資産が大きくなるため、借入金の調達と返済にどう備え

るかも点検しておく必要がある。 

そこで公庫調査の北海道酪農法人の決算集計データから、キャッシュフローと借入金償還

可能年数を推計してみる。 

＜単位：千円＞

H21 H22 H23

成牛頭数（頭） 302.6 301.6 308.8

売上高 256,488 259,110 262,451

税引後当期純利益　　① 12,763 5,134 6,493

純資産計　　　　　　　　② 57,289 62,393 71,055

資産総額　　　　　　　　③ 348,100 370,078 381,174

自己資本比率　④（②÷③） 16.5% 16.9% 18.6%

税引後当期純利益 12,763 5,134 6,493

＋　減価償却費 35,639 37,845 39,334

―　棚卸の増 2,380 -1,972 6

―　他勘定振替高(≒育成費） 17,840 18,999 20,940

事業キャッシュフロー　　Ａ 28,181 25,952 24,881

総借入金残高 237,853 250,014 256,705

　－　経常運転資金必要額

＜差引＞借入金残高　　Ｂ 216,102 231,222 237,489

　償還可能年数　　Ｃ（Ｂ÷Ａ） 7.7 8.9 9.5 (年)

(注)　経常運転資金必要額は「受取手形＋売掛金＋棚卸資産－買掛金」とした。

決算年

推
　
　
計

21,751 18,792 19,216

 

税引後当期純利益①５～12 百万円に対して、推計上の事業キャッシュフローＡは 25～28

百万円を確保している。自己資本比率④は 16～18％の水準にある。 

債務の償還可能年数Ｂ÷Ａは８年→10 年とやや長期化している。 

事業キャッシュフローを設備更新に充てることもあるので、実際の償還可能年数はもう少

し長いかもしれない。 

法人経営であれば、月次試算表だけでなく、自社の勘定科目の実態に即したキャッシュフ

ロー(≒資金繰り)の管理を徹底して、資金過不足や償還余裕度の先行きを予測しながら経営

していく必要がある。 
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Ⅲ 中小企業金融円滑化法後を見据えて  

１ 債務超過は解消を急げ 

中小企業金融円滑化法後は、債務超過の状態にある企業は金融機関あるいは保証機関から

厳しく評価されることになる。 

したがって、債務超過は一刻も早く解消しなければならない。それが無理でも、債務超過

を３～５年以内に解消できる実現可能性が高い経営計画を作成して関係者の理解を得ないと、

金融取引に支障が及ぶ可能性がある。 

では、債務超過はどのような方法で解消すれば良いのか。次に３つの方法を示す。 
 

(1) 毎年の利益で累積欠損金を減らす方法（売上増、コストカット、資産処分など） 

(2) 増資によって資本金を増やす方法（増･減資によって資本金と累積欠損金を相殺） 

(3) 多額の役員借入金・役員への未払い金がある場合は、 

① 役員がこれを現物出資して資本金に振り替える 

あるいは、 

② 役員が債権放棄し、会社が債務免除益を計上して累積欠損金を解消する 

 

まずは(1)が最優先だが、場合によって(2)や(3)の対策も必要になる。 

また、税制上の欠損金の繰越控除制度(控除期間は９年(平成 20 年 3 月以前までの事業年度分は

７年))など税制面への配慮も欠かせない。 
 

＜債務超過解消のイメージ図＞

損益計算書 貸借対照表

資産総額 74 負債総額 110

買掛金 15

未払金 10

銀行借入金 50

税引前純利益 10 役員借入金 35

法人税等 4

税引後純利益 6

資産総額 80 負債総額 75

買掛金 15

未払金 10

銀行借入金 50

純資産額 5

収益 120

費用 110

債務超過
(累積損失金)

36 債務免除益

債務超過解消

(注) 債務免除益で課税所得が増加す

るため、所得控除できる繰越欠損金

の限度額との相殺など税務上の検
討が必要になる。

 

多額の役員借入金を計上する農業法人は多く存在するので、(3)の方法を債務超過の解消

に活用できる場合もあるが、役員が会社に債務免除すると会社側に巨額の債務免除益（特別

利益）が発生するので、同じ決算期の損益状況や所得控除できる繰越欠損金（過去の赤字）

を確認しないといけない。 

課税上の課題をクリアできるかは専門家である税理士との十分な相談が必要だ。 

また、金融庁は不振企業への支援策として「資本性劣後ローン」の運用方法を示し、金融
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機関に活用を促している。資本性劣後ローンは准自己資本と見なせる特殊な貸付（返済順位

を劣後させた貸付）で、企業のバランスシート（Ｂ/Ｓ）を実質的に改善させる機能を持つ。 

 

２ 事業再生支援に関する中小企業対策と農業経営 

内閣府・金融庁・中小企業庁は平成 24年 4 月 20 日に「中小企業金融円滑化法の最終延長

を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を公表し、①中小企業再生支援協

議会等の機能強化、②中小企業支援ネットワークの構築、③事業再生ファンドの設立促進な

どの施策を進めている。 

「○○銀行は事業再生ファンドを設立し、顧客の事業再生を支援」といった報道を目にす

ることが多いのは、こうした背景があるからだ。 

中小企業再生支援協議会は専門家など常駐スタッフを置いて、条件緩和だけでなく債権カ

ット、第２会社方式による事業再生支援と意見調整を行っている。活動実績は H15～H24.9

の累計で、相談対応 25,135 社、再生計画策定完了 3,353 件(中小企業庁発表)という。 

【中小企業再生支援協議会の再生計画策定完了案件3,353件の支援手法】


債務免除（直接方式） 8.4%

債務免除（第二会社方式） 10.6%

借入金の株式化（ＤＥＳ） 1.7%

借入金の劣後化（ＤＤＳ） 5.6%

借入金の返済条件緩和 71.8%

その他 12.2%

（注）　上記手法を複数実施している案件がある。

（出所）平成24年12月10日中小企業庁公表資料より引用。

計19%

 

事業再生は法的整理と私的整理に大別されるが、中小企業向けの私的整理では中小企業再

生支援協議会がプラットホームとなって債権者の利害調整を支援している。 

では、農業法人が私的整理を進めようとする場合、債権者間の利害調整を担ってくれるプ

ラットホームはあるだろうか。 

農業向けの事業再生支援窓口として、平成 13 年頃から都道府県単位で農業再生委員会が

設置されたが、現在は残念ながら実質休眠化していて機能していない。 

中小企業再生支援協議会を通じて農業法人の再生を支援してもらうことは、ケースによっ

ては可能である。 

しかし、中小企業再生支援協議会を頼る場合、次のような点がネックになる。 

(1) 中小企業再生支援協議会の支援対象は、産業活力再生特別措置法第２条第１７項

に定める「中小企業者(会社･個人、企業組合、事業協同組合など)」であり、農協法

に基づく農事組合法人は支援の対象外になる（産業復興相談センター事業を除く）。 

(2) 農業生産法人(注)の再生支援に関しては、農地の所有や賃貸借に関する制約、農

業生産法人の構成員要件などの制約を踏まえて、その権利調整を行うことが必要に

なる。しかし、中小企業再生支援協議会はそうしたノウハウを有していない。 

(注) 農業生産法人は農地法第２条によって、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのでき

る法人。農業生産法人には、農事組合法人、株式会社（特例有限会社を含む）、合同会社、合名会

社の形態が認められている。 

(3) そもそも農業以外の中小企業の再生が相談待ちになっていれば、農業法人の相談

取り上げは劣後される可能性がある。 

 

〔専務理事 菊池 潤〕 
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アグリビジネス経営塾第 530 号（平成 24 年 5 月 17 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災から1年と 2カ月が過ぎ

た。 

震災の前日、宮城県農業法人協会は移

動研修会を開き、ダイアファームへも

50 人の会員が視察に訪れていた。その

うちの一人が全国認定農業者協議会会

長で、農事組合法人・荒浜農産専務理事

の二瓶幸次さんである。事業仕分けの真

っ直中にあった認定農業者制度の歩み

を振り返り、その意義を、およそ 30 分

にわたって滔々と話したが、翌日不帰の

人となった。 

 農業会議の常任会議員を務めたのが

きっかけで「薫陶を授かった９年間」で

あった。いま国は宮城県に農業農村のモ

デル地区をつくろうとしている。その復

興事業計画策定に運営委員として参画

しているが、「二瓶さんのご遺志を継ぎ、

何としてでもやり遂げなければ」と自身

に言い聞かせる。 

 
阿部雅良さん 

2012 年度を復興元年とする宮城県農業

法人協会で「92 の会員同士がどのよう

にしてスクラムを組むか」。自治体ベー

スではなかなか進捗しない状況ゆえに、

組織のパワーアップを図りながら「農業

法人が持つ強みを最大限発揮していき

たい」。会長として積極的な取り組みに

努めている。 

 

§水稲、みずな中心の複合経営 

 戦後 1.5ha 規模の経営から始めた両

親は着実な農業経営を心がけた。まだ誰

もやっていなかった地産地消的な発想

を取り入れ、おふくろの味として自家産

米を調理し『おやしき弁当』を創り出し

た。有限会社となった今日も続いており、

折詰め、オードブル等も好評を得ている。 

 東北大で畜産学を専攻した。しかし情

熱を注ぎ込んだのは農業経営に対して。

卒業後、仙台市の中央食肉卸売市場で８

年間サラリーマン生活を送るが、恵まれ

たと今も感じるのは「農業団体、一般企

業の指導者、経営者の多くに接する機会

を得た」こと。 

30 歳で退職し、就農すると直ぐに地

域の農協理事に推された。それから 26

年間、現在も「ＪＡみどり」の理事を務

めている。座右の銘を問われれば「農業

振興」と答えるし、「地域を元気にする

要となるのは農業」とも。こうした考え

方は一貫しており、それが組合員から信

頼されるのであろう。 

1988 年、７ha の水田を集め、中学校

時代の同級生とダイアファームを創立

した。当初の経営は苦しかったが、「法

人である以上、絶対に赤字は出せない」

と無給の社長で我慢した。なお同級生が

造園業に携わっていたことから、ダイア

ファームでも農閑期には造園土木業に

従事してきており、大震災発生後は倒壊

したハウスの基礎工事等を請け負って

いる。 
 

§自分の顧客はどこにいるのか 

現在の経営面積は 45ha。水稲のうち

の 70％がひとめぼれで、ササニシキ、

〔農業法人列伝〕 

宮城の農業を元気にしてみせます 

宮城県・大崎市 

有限会社ダイアファーム 

代表取締役 阿部 雅良さん 
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農業法人列伝 

宮城米の次代を担うと期待される〝ま

なむすめ〟、もち米等がつくられ、生産

調整で麦、大豆も栽培されている。 

スタッフは合計 20 人。農業に従事する

常勤従業員は５人で、みずな栽培専任の

女性アルバイトが 10 人。造園土木には

５人が従事しており、また被災した農業

者を〝農の雇用事業〟で採用している。 

 

ダイアファーム社屋と水田を背にして 

かつてはササニシキがエース的存在

だったが、気候の温暖化が影響し、本来

が耐冷品種ゆえにつくりにくくなって

いるのが現状だ。だが鮨に最適なのは間

違いなく、注文は絶えない。 

こうした例でも解るように農業に従

事する以上、常に意識すべきは「自分の

顧客がどこにいるのか」ということであ

る。「田植えして収穫すれば終わり。自

分にも食べる人を見ようとしない時代

があったが、食べるとは生命を育むこ

と」。健康と安全・安心を見つめ、減農

薬化、有機質肥料への転換を進めてきた。 

みずなのハウス栽培を開始して６年

目、3500 坪の規模に達している。「コメ

を作ったのは 20 回ちょっとに過ぎない

（笑）が、みずなならば年７回は収穫で

きる」。これによってキャッシュフロー

が改善された。 

沿岸部での被害は内陸部でのそれと

比較にならないほどで、農家の回復率も

まだ 35％程度だ。「内陸部の法人の力

を結集して、宮城の農業を必ず元気にし

てみせます」と力強いメッセージを全国

に発信する。 

アグリビジネス経営塾第 539 号（平成 24 年 8 月 9 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島市河内町小田地区に集落営農

組織として農事組合法人ファームおだ

が設立されたのは 2005 年 11 月で、現在

7 期目の事業年度を迎えている。地区全

体の戸数は 210 戸。農家は 153 戸のうち

128 戸がファームおだの構成員だ。 

 

吉弘昌昭さん 

明治維新前から小田村は 13 集落で構

成され、それがそのまま小学校区であっ

たことから、1 つのまとまりを成してき

たのは確かだ。人口の減少傾向が長く続

き、600 人にまで落ち込んだ。しかし状

況は「下げ止まったというより、食い止

められたというべきだろう」。高齢で亡

くなられる人ばかりだったが、最近は

「若い人が小田に戻ってくるようにな

っている」という。 

40 年余にわたり広島県庁、同県農業

会議で農政・農地業務に携わってきた。

特に後半は集落営農組織の立ち上げに

奔走し、そのためのリーダー養成講座も

開いてきた。退職して小田に戻り、実際

に「優良農地を荒廃化させないにはどう

したらいいか」と考えてみると、集落営

〔農業法人列伝〕 

法人経営の安定が担い手の受け皿に 
 

広島県・東広島市 

農事組合法人ファームおだ 

代表理事組合長 吉弘 昌昭さん 
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農業法人列伝 

農組織を立ち上げるべきとの結論に到

った。県内で「軌道に乗っている集落営

農組織をいくつも見てきた。小田にもこ

れが一番」と確信した。 

 

§法人間連携で事業の活性化 

128 戸の構成員から集めた水田は 84

㌶で、今年度は 46 ㌶にコシヒカリ、あ

きろまん、ヒノヒカリ、モチ米等の水稲

が作付けられた。このほか大豆 15 ㌶（サ

チユタカ）、小麦８㌶（キヌヒメ）、そば

3.5 ㌶（韃靼そば）、野菜等１㌶（アス

パラガス、トマト、カボチャ、トウモロ

コシ、サツマイモ）が栽培されており、

米粉用米 2.2 ㌶、飼料用米 2.3 ㌶もつく

られている。 

生産される米の 80％強は独自のルー

トで捌かれていく。株式会社なかやま牧

場（増成幸子代表取締役・同県福山市在）

との間には稲ワラと牛糞堆肥を交換す

る耕畜連携を実現した。それを契機に、

なかやま牧場傘下のスーパー・チェーン

では『小田米』が販売されるようになり、

惣菜用・寿司用の米も供給している。 

『小田米』は消費者から安定した支持

を獲得しているが、その裏付けとなって

いるのは徹底した土づくり。なかやま牧

場からの牛糞堆肥をたっぷり仕込んで

土を蘇らせた上に、化学肥料、農薬の使

用量を「通常の半分以下」としているこ

とから〝安全安心で美味しい〟との評

判が広まった。 

大豆を県内の豆腐業者へ出荷するに

当たって困ったのは「需要量の大きさ」。

そこで２つの農業法人と連携し、同じ栽

培方法で年間 30 ㌧を供給する契約栽培

方式を打ち立てた。小麦も醤油業者への

供給を試みようとしたが、収穫から出荷

まで低温貯蔵が欠かせないのがネック

になった。採算を取るのは難しく、現在

はＪＡに出荷している。そばは乾麺製造

を外部委託しており、『小田そば』とし

て地区の特産物直販所〝寄りん菜屋〟

（よりんさいや）で販売されているが、

「3.5 ㌶規模の栽培では間に合わない」

ほどの売れ行きだ。 

 

§収入の半分を地区内に還元 

専従者は農産部門に３人。今年４月にオ

ープンした米粉パン工房〝パン＆マイ

ム（米夢）〟に５人とアルバイト２人が

勤めている。地元産アスパラガスやブロ

ッコリーをあしらったピザ風パンなど

が好評を博しているが、大きな目標とし

て描いているのは「小中学校、幼稚園・

保育園等への給食としての米粉パンの

供給」。近く、さらに数人を雇用する計

画だ。 

 

米粉パン工房〝パン＆マイム（米夢） 

年間の収入はおよそ 1 億円。その半分

が「地区内に還元される」（2011 年度）。

水田の中間管理の場合で時間当たり800

円。オペレーターでも 900 円で「協業に

よる共同利益の追求がファームおだの

使命ゆえに差はつけない」。 

農業が好きな若者は「たくさんいるし、

まるで次々〝生えてくる〟ようだ」。問

題はその受け皿であって、「若い人たち

は受け皿に成りうるか、否かをジッと見

ている」。上から目線で担い手の確保を

叫んでみたが、増えることはなかった。

農業経営を法人化することで「安定した

経営をつくれば、若い人たちには一生を

託すに足る職業と映るのではないか」。 

県法人協会会長としては「法人間連携

の促進を第一に、それぞれの課題を出し

合い、県から国へ政策提案をしていきた

い」と抱負を語った。 
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アグリビジネス経営塾第 548 号（平成 24 年 11 月 1 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もりかわ農場は琵琶湖の東岸、ＪＲ北陸

本線の高月駅から西へ車で 10 分足らず

のところにある。湖北と呼ばれる一帯は、

冬には雪が１㍍も積もることもあるな

ど北陸型の気候に支配され、小麦の栽培

では滋賀県内の北限とされる。 

 

森川勝さん 

滋賀県の今年の水稲の出来は全国平

均と同じ 102（９月 15 日現在）。「収量

的には悪い感じはない。夏の酷暑で品質

を随分心配したが、それほど悪くなって

いない」。ただ 102 となると懸念される

のは価格の先行きで「間違いなく下がる

のでは…」と予想する。 
 

§ミュージシャンへの夢を断つ 

 一種兼業農家の長男に生まれた。子供

の頃から「百姓は絶対にしない」と決め

ていた。成長するにつれ「田舎にいるの

も嫌と思うようになった」。とにかく湖

北から飛び出そうと秋田大学鉱山学部

に進み電気工学を学ぶ。この頃からミュ

ージシャンへの夢が膨らんだ。ドラムス

で身を立てることも考えた。これが「本

当のドラ息子」（笑）。ステージを裏方と

して支える舞台音響の仕事もしたが、結

局、両親に懇願され、Ｕターンした。 

24 歳の時、森川家の当時の経営規模

は水田５㌶足らずだった。農作業の手が

空けば土木作業もしたが、それ以外には

勤めに出ず、農業に専心した。経営移譲

されたのは 30 歳の時。この頃から次第

に農地が集まってきた。しかし「自分か

ら声を掛けたことはない」。〝森川さん

の仕事はきれいだ〟〝田圃に雑草を生

やしていない〟と評判を聞いて委託は

続いたが、地域では従事者の高齢化、後

継者の不在問題が顕在化しつつあった

のも事実だ。 

経営を法人化したのは 2000 年。経営

規模は 30 ㌶に満たなかったが、自民党

農政による担い手への施策集中が手伝

ったのか、利用権の設定面積は急カーブ

を描いて増えていった。 
 

§米づくり・人づくりの難しさ 

現在の経営面積は 90 ㌶で、利用権設

定の相手方は 200 戸に及ぶ。 

今年は 65 ㌶に水稲を作付けた。コシ

ヒカリを主力にキヌヒカリやミルキー

クイーン、酒米の玉栄、吟吹雪、山田錦、

さらには滋賀羽二重糯も栽培している。 

主食用米の 70％近くを占める業務用

と個人向けは自社からの直接販売だ。個

人向けは近くなら配達し、遠方は宅配便

で送る。顧客は関西圏中心だったが、最

近は関東からの注文も増えている。残る

30％は米の卸、小売店等への出荷だ。な

お、酒米は地元の醸造元向けの契約栽培

で、年間 500 俵ほどを供給している。 

生産調整品目の小麦、大豆はいずれも

ＪＡに出荷している。 

スタッフは森川さん夫妻とパート職

員を含めて総勢 12 人。このうち 20 歳代

前半から 40 歳までの８人が農作業を担

う。ただ「なかなか長続きせず、入れ替

〔農業法人列伝〕 

法人組織が広く認識される活動を 

滋賀県・長浜市 

有限会社もりかわ農場 

代表取締役 森川 勝さん 
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農業法人列伝 

若谷茂夫さん 

わりが激しい」。半年から１年足らずの

仕事を覚える前に辞めるケースが目立

つ。いま国を挙げて人・農地プランづく

りを進めているが、青年就農で「大きな

効果を期待できるとは思えない」。 

これからの 10 年間で「有機栽培を確

固たるものにしたい」と考えている。 

 

もりかわ農場が管理する水田の前で 

品質と収量の方程式にまだ解答は得

られないが、「試行錯誤しながらレベル

アップを図りたい」。また主食用米の

20％近くを卸に供給している現状も改

善し、その分も自社販売したい意向だ。

直販率を上げれば当然手間も経費も嵩

むが「バランスを取りながら、できるだ

け食べる人の口に近いところで売って

いきたい」。 

預かっている農地の規模、供給してい

る米の量からすると地域と消費者に負

う責任は大きい。19 歳になった長男が

「農業をやる」と言ってくれるのは心強

いが、それまでの間、農場長的な役割を

担う人材をどう育てるか。これが当面の

課題だ。 

今年、滋賀県農業法人協会会長に就任

した。抱負は「法人組織の存在が広く認

識されるような活動を展開して行きた

い」と力を込めた。 

アグリビジネス経営塾第 558 号（平成 25 年 1 月 24 日発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若谷農園

はＪＲ東北

新幹線の大

宮駅から東

に８㌔ほど

行ったとこ

ろ。東北自

動車道が直

ぐ近くを走

り、南側に

サッカーの

埼玉スタジ

アム2002を

臨む場所に位置している。 

綾瀬川流域のこの地に慈姑（くわい）

の産地が作られたのは明治時代。全国ど

こでも水稲が作物の中で優先されるの

が当たり前だが、ここでは秋でも水田の

通水は止められることなく、慈姑を優先

するのが暗黙の了解となってきた。 

 

§慈姑と小松菜の複合経営へ 

農業高校園芸科の同期生 100 人のほ

ぼ全員が農家の長男で「あとを継ぐのが

当然」の環境だったので、慈姑と水稲を

複合経営する実家を継いだ。当時の規模

は慈姑が 80 ㌃に水稲が１㌶で「慈姑は

水稲の 15 倍の収益をあげていた」。 

慈姑は６月下旬から７月上旬に種芋

を植え、11 月下旬から３月中旬まで収

穫する。「地を這うように手で掘り起こ

していくが、厳しい寒さの中では堀り上

げた慈姑が瞬く間に凍り付いてしまう」。

〔農業法人列伝〕 

地域貢献する法人経営を目指して 

埼玉県・さいたま市 

有限会社若谷農園 

代表取締役 若谷 茂夫さん 
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それでもおせち料理には欠かせない食

材である。１年を慈姑だけで暮らす農家

も出るほどだった。 

なかなか言い出せず煩悶したが、早く

から考えていたのが「慈姑中心の経営か

らの方向転換」。やがて 10 ㌃規模のパイ

プハウスで野菜作りを試みるが、慈姑ほ

どの収益はあげられず、「結局、慈姑を

続けなければならなかった（笑）」。 

時代が平成に移り 40 歳代に入ると体

力的な問題から方向転換は避けられず、

大型ハウスを建設した。農業改良資金を

導入して年 200 万円、５年の返済スケジ

ュールを組んだが、そのハウスから上が

る売上を「そっくりそのまま返済に充て

なければならなかった（笑）」。それでも

ほうれん草や小かぶ等を手がけながら

何とか乗り切り、水田を畑地に換えなが

ら「お金のかからない」パイプハウスで

の小松菜栽培を本格化させた。 

1993 年の時点で小松菜の栽培規模は

50 ㌃に達し、雇用労働力の導入で周年

出荷体制が整えられた。 

 
小松菜を収穫するハウスで 

小松菜の収穫、出荷調製を担うのは近

辺在住の女性パートさんで、慈姑のトッ

プシーズンになると小松菜の作業は休

みにしていた。 

ところがこの女性たちが「慈姑をやっ

てみたい」と言い出す。一旦減反させた

慈姑だったが、ちょうど慈姑掘りの機械

が登場したこともあって増反を決意、女

性パワーで 60 ㌃まで戻す結果となった。 

 

§倅のような人と農業を… 

経営を法人化したのは 2002 年。子供

は娘さん３人で、いずれもまだ小さかっ

たため「自分の倅のような人と農業をや

ってみたかった」第一の動機である。意

欲ある人材なら終生、若谷農園でなくて

も日本のどこかで農業を担ってくれる

はずとインターネットで新規就農者を

募集した。また「外部から高く評価され

るような経営にしたかった」。町工場の

中に大企業をも凌駕するような先端技

術を持つ存在があるが、自分もそうであ

りたいと考え、「地域貢献できる法人経

営を目指してきた」。 

現在の規模は慈姑 60 ㌃、小松菜・ハ

ウス 80 ㌃、同・露地５㌶。これを自身

と妻孝子さん（56 歳）の他、従業員４

名、パート 30 名でカバーする。 

そんな若谷農園を地元の学校給食の

栄養士さんたちが見学に訪れたのは６

年前。有機質肥料での小松菜栽培を実際

に見て〝どうしてもこの小松菜を給食

に使いたい〟と言い出した。「じゃあ１

回だけ」と孝子さんと手分けして配達し

たが、今度は調理師さんたちが反応した。

〝包丁を入れると小松菜は跳んだ〟と。 

１カ月、１学期と延長され、現在では

さいたま市内外の 80 校に月１回のペー

スで納入している。他の業者が「デーン

とした保冷車で持ってくるのにうちだ

け農耕車両という訳にも行かないから

…（笑）」カーナビ付きライトバンを４

両購入。元が取れないどころか、税理士

から〝もういい加減にしては…〟とい

つも指摘されるが、「地産地消の流れは

大事にしたいし、これこそが地域貢献」

と信念を貫いている。 

さいたま市農業委員は２期目に入り、

農政部会長として後継者育成に取り組

んでいる。昨夏、彩の国埼玉・農業法人

協会会長に就任した。ここでも「若手育

成による農業振興」に向け政策提言に努

めている。 
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公益社団法人 日本農業法人協会の概要 

 

平成２５年４月現在 

 

１．設立日 

平成 11 年 6 月 28 日 

※なお、平成 24年 4月 1 日に公益社団法人として認可されました。 

 

２．設立の目的 

 公益社団法人日本農業法人協会は、わが国農業経営の先駆者た

る農業生産法人その他農業を営む法人の経営確立・発展に向けた

調査研究、提案・提言、情報提供等の活動を進めることで、わが

国農業・農村の発展と国民生活の向上に寄与することを目的としています。 

 

３．事業の概要 

 (1)農業法人に関する経営情報の収集・提供及び組織活動の推進に向けた調査研究 

 (2)調査研究等を踏まえた、農業経営政策、適切な土地利用、農村社会の発展等に関す

る提案・提言 

 (3)農業経営体の育成と国民生活の向上をめざした、農業経営改善の研修と教育、農業

経営者の相互交流、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 条）に規定する職業紹介事業

をはじめとした人材確保及び育成に資する活動、国際理解と途上国支援に向けた外

国人技能実習生等の受入と研修 

 (4)一般国民に対する啓発・普及、農商工連携の推進、農業の６次産業化の推進 

 (5)国民食料の安定供給に向けた農業資材や生産物等の物流調整活動、コスト低減、生

産性向上の研究 

 (6)その他目的を達成するために必要な事業 

 

４．会員 

 (1) 正会員：本協会の目的に賛同して入会した農業法人、又は農業法人志向農業者等 

         会員数：１,７６１ 

  (2) 賛助会員：本協会の事業を賛助するために入会した農業関係団体等 

         会員数：７（全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連

合会、農林中央金庫、カゴメ株式会社、一般社団法人全国農業経営

コンサルタント協会、全国共済農業協同組合連合会） 

 (3)アグリサポート倶楽部会員（準賛助会員）：情報提供に協力する個人・企業団体等 

         会員数：８８（金融機関、税理士等専門家やコンサルタント、研究機関、メー

カー等） 
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年度 年 主な農政・経済等の動き

平成4年 1992.06 新政策「新しい食料・農業・農村政策の基本方向」　策定 かんきつ果汁輸入自由化
平成5年 1993

平成6年 1994.04
秋田県農業法人協会　設立
　　　　県段階として初の組織

緊急輸入米対策

1994.05 コウチ･アグリマネジメント･クラブ　設立
平成7年 1995.02 山口県農業法人協会　設立 ウルグアイ･ラウンド国内対策４法成立

1995.03
島根県農業法人協会　設立
香川県農業法人協会　設立

食糧管理法廃止・新食糧法施行

1995.05 徳島県農業法人協会　設立 豚肉に対してのセーフガード発動
1995.06 鳥取県農業法人協会　設立
1995.08 富山県農業法人協会　設立

1995.10
（社）千葉県農業協会農業法人部会　設立
宮崎県農業法人経営者協会　設立

1995.11 長崎県農業法人協会　設立

平成8年 1996.02
北海道農業法人会議　設立
岩手県農業法人協会　設立

就農準備校が各地で開校

1996.03
宮城県農業法人協会　設立
栃木県農業法人協会　設立
福井県農業法人協会　設立

1996.06
うつくしまふくしま農業法人協会　設立
広島県農業法人協会　設立

1996.07

三重県農業法人協会　設立
新潟県農業法人協会　設立
滋賀県農業法人協会　設立
大阪府農業法人協会　設立
佐賀県農業法人協会　設立

1996.08 任意団体として全国農業法人協会が設立 O157食中毒事件

青森県農業法人協会　設立
和歌山県農業法人協会　設立
岡山県農業法人協会　設立

1996.11
山形県農業法人協会　設立
石川県農業法人協会　設立
福岡県農業法人協会　設立

1996.12 岐阜県農業法人協会　設立

平成9年 1997.02
京都府農業法人経営者会議　設立
鹿児島県農業法人協会　設立

台湾で豚の口蹄疫発生

1997.03 兵庫県農業法人協会　設立 第1回食料・農業・農村基本問題調査会

1997.04
東京都農業法人協会　設立
日本農業法人協会山梨県支部　設立

1997.07 沖縄県農業法人協会　設立
1997.08 長野県農業法人協会　設立

1997.09
愛媛県農業法人協会　設立
大分県農業法人協会　設立

1997.12 奈良県農業法人協会　設立

平成10年 1998.01 愛知県農業法人経営者協会　設立
食料・農業・農村基本問題調査会が最終
答申をまとめ、小渕首相に提出

1998.02 静岡県農業法人協会　設立
1998.03 熊本県農業法人協会　設立
1998.07 茨城県農業法人協会　設立

平成11年 1999.06 食料・農業・農村基本法成立

「食料・農業・農村審議会」第1回会合開
催

平成12年 2000.02 彩の国埼玉・農業法人協会　設立 食料・農業・農村基本計画決定
2000.03 緊急総合米対策決定
2000.07 日本農業法人協会加入者ぐんま連絡会　設立

平成13年 2001.06 BSE問題発生

平成14年 2002.02 神奈川県農業法人協会　設立 法人化有識者懇談会
2002.06 米政策改革大綱決定

平成15年 2003.01 農業経営基盤強化促進法一部改正成立
2003.03
2003.05

日本農業法人協会のあゆみ

社団法人日本農業法人協会　設立
坂本多旦氏（山口県　船方農場グループ代表）が初代会長に就任

「「食」と「農」の再生のための農業法人からの提案」
「農業生産法人の「のれん分け」「分社化」等による

「日本ブランド農業事業協同組合」設立

法人協会の動き

「国民に「安心・信頼される21世紀農業の創生を目指します
　　　　　　　　－国民・経営の視点からの農業政策の提案－」

「会員マーク」制定

「21世紀わが国農業のビジョンと提案」
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年度 年 主な農政・経済等の動き法人協会の動き

平成16年 2004.03
鳥インフルエンザ発生
牛肉トレーサビリティ法施行

2004.06
農林水産業から日本を元気にする国民
会議発足

2004.06
2004.12 10.23新潟県中越地震発生

平成17年 2005.02 新たな「食料・農業・農村基本計画」策定
2005.03 「経営所得安定対策等大綱」制定
2005.03
2005.09
2005.10

平成18年 2006.06
ポジティブリスト制施行
「担い手経営安定新法」成立

2006.07 公益法人３法制定

平成19年 2007.06 品目横断的経営安定対策の導入

2007.07
参議院選挙で民主党が躍進、自民党が
議席数を大幅に減らす

平成20年 2008.06 「21世紀新農政2008」制定

2008.06
事故米転売問題・中国製ギョーザ食中毒
事件が発生

2008.09

2008.11

平成21年 2009.04

2009.06 改正農地法が制定、施行
2009.06
2009.07 衆議院選挙で民主党が与党第一党に

2009.11

2009.11
2010.02
2010.03

平成22年 2010.05
戸別所得補償モデル事業実施
宮崎県内で口蹄疫が発生

2010.05
2010.07
2010.10

2010.10

2010.11 第一回ファーマーズ＆キッズフェスタ開催 食と農林漁業の再生本部設置
2010.12 六次産業化・地産地消法が公布
2011.03

2011.03

3.11東日本大震災発生
3.12東電原発事故発生
放射性物質の食品検出が相次ぐ
世界各国で輸入規制強化

平成23年 2011.04 戸別所得補償制度の本格実施

2011.06
2011.07
2011.07

2011.08

2011.09

2011.09
食と農林漁業の再生本部のとりまとめ発
表

2012.03
平成24年 2012.04 一般社団から公益社団法人に移行

2012.07

2012.08

2012.08
2012.11 第二回ファーマーズ＆キッズフェスタ開催
2012.12 衆議院選挙で自民党が与党第一党に
2013.02 農林漁業成長産業化支援機構が設立
2013.03 安倍首相によるTPP交渉参加表明

日本農業法人協会10周年記念イベントを開催

「品目横断的政策に関する提言」

群馬県農業法人協会設立。全都道府県に農業法人組織が設立
女性会員経営者等の自主組織「やまと凛々アグリネット」設立
相続税・贈与税の納税猶予に関する法人特例について税制改正要望の提出

新潟県中越地震農業法人災害救援募金活動を実施

斎藤作圓氏（初代副会長・秋田県（株）秋田ニューバイオファーム会長）が黄
綬褒章を受章

「地域の農業者やJA、異業種との連携による経営展開と人材育成に関する提
案」
「農地政策の見直しに関する提案」

新たな「食料･農業･農村基本計画」に対する提言

長谷川久夫氏（茨城県（株）みずほ代表取締役）が会長に就任

「21世紀わが国農業・農村の基本方向に関する提案」

「一般社団法人 日本食農連携機構」設立

間　和輝氏（元副会長・宮崎県（株）はざま牧場代表取締役）が黄綬褒章を受
章

松岡義博氏（熊本県（有）コッコファーム代表取締役）が会長に就任

社団法人日本農業法人協会「VISION2007」を発表

新たな「食料･農業･農村基本計画」に対する提言

「九州北部豪雨に関する要望書」（熊本・福岡・大分各県法人協会連携）

「平成23年度税制改正要望」
「戸別所得補償制度に関する農業法人からの意見」

「農業経営基盤強化準備金の課税特例措置の延長と拡充等について」

「日本農業の体質強化に国際経済連携と向けた提案について」

「東日本大震災に関する要請」平成23年3月17日ほか、風評被害対応、国民
の健康被害防止や食料安定供給に関する要望等6本を公表

「東日本大震災に関する要請」平成23年4月4日ほか、資金繰り支援及び復旧
対策支援に関する提案等4本を公表

「電気料金の値上げ見直し等に関する要望書」

「都市計画と農業政策の再結合による都市農業振興提案」

「日本農業の体質強化へ向けた政策提言について」

「東日本大震災 復興提案」
「平成24年度税制改正要望」
「肉牛からの放射性セシウム検出に伴う緊急提案について」

「農地制度の運用改善に関する提案について【6次産業化法関連】」

「耕畜連携に関する日本農業法人協会の認識とご提案について」

「平成25年度税制改正要望」

口蹄疫の蔓延防止及び再生産に関する要請

口蹄疫被害農業法人救援募金活動を実施

岩手・宮城内陸地震農業法人災害救援募金活動を実施

「集落営農の組織化に伴う農地の賃貸借 作業受託の契約解除への対応に
ついて」

「都市農業の振興に関する提言」

「21世紀わが国農業・農村の再構築に向けた提案」

日本農業法人協会10周年記念シンポジウム・功労者表彰を開催

坂本多旦顧問（初代会長・山口県 みどりの風協同組合代表）、奥村一則氏
（初代副会長・富山県（農）サカタニ農産代表取締役）が黄綬褒章を受章

農地流動化と面的集積を飛躍的に進めるための緊急要請
（会員1,200名の署名を収集）
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公益社団法人日本農業法人協会役員 
 

平成 25 年 3 月 1 日現在 

（五十音順・敬称略） 

 

【会 長】 

松岡 義博  株式会社コッコファーム会長（熊本県） 

 

【副会長】 

 伊藤 秀雄  有限会社伊豆沼農産代表取締役（宮城県） 

 島五兵衛  有限会社杉農園代表取締役（大阪府） 

 毛利 信介  有限会社信介農園代表取締役（愛媛県） 

 

【専務理事】 

 菊池  潤  株式会社日本政策金融公庫から出向 

 

【常務理事】 

 鈴木 一寛  全国農業会議所から出向 

 

【理事】 

 今村奈良臣  東京大学名誉教授 

 岩城 晴哉  全国農業協同組合連合会常務理事 

 大木美智子  財団法人消費者科学センター会長 

 大西 茂志  全国農業協同組合中央会常務理事 

 大西  隆  農事組合法人セントラルローズナーセリー代表理事（岐阜県） 

 笠原 節夫  有限会社横浜ファーム代表取締役（神奈川県） 

 梶岡 春治  有限会社梶岡牧場代表取締役（山口県） 

 柏崎 進一  有限会社柏崎青果代表取締役（青森県） 

 加藤 一隆  一般社団法人日本フードサービス協会専務理事 

 楠田 喜熊  株式会社雲仙きのこ本舗代表取締役（長崎県） 

 佐野 泰三  カゴメ株式会社コンシュマー事業本部生鮮事業担当常務執行役員 

 立花  宏  株式会社情報通信総合研究所特別研究員 

 柚木 茂夫  全国農業会議所事務局長 

 中村 靖彦  東京農業大学客員教授 日本食育学会会長 

 平石  博  有限会社グリーン代表取締役（新潟県） 

 三森かおり  有限会社ぶどうばたけ取締役（山梨県） 

 

【監事】 

 井尻  弘  株式会社生産者連合デコポン代表取締役（千葉県） 

 遠藤  久  税理士、全国農業経営コンサルタント協会理事 

 鍋島 太郎  有限会社ドリームファーム代表取締役（富山県） 

 

【顧問】 

 坂本 多旦  船方農場グループ代表、元日本農業法人協会会長 
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公益社団法人 日本農業法人協会組織・機構 

監 事 

会員が中心となり、自主的に専門的な研究会を立ち上げ、リーダーシップを取れる方 

が会の代表となり、３委員会と連動していくのが自主的研究会です。 

・やまと凜々アグリネット  ・大規模稲作経営者懇談会  ・畜産経営研究会 

・直販研究会  ・都市農業研究会  ・若手会  法人マネジメント研究会  

公
式
委
員
会 

自
主
研
究
会 

■各委員会は、検討結果等について会長および理事会へ報告、助言を行います。 

組織運営委員会 

都道府県会長で構成 

経営強化委員会 

（理
事
主
催
） 

会  員 

総  会 

理 事 会 

三役会議 事務局 

都道府県会長会議 

会
長
・事
務
局
会
議 

都
道
府
県
農
業
法
人
組
織 

政策提言委員会 

顧 問 

都道府県会長で構成 都道府県会長で構成 

○水田、畑作、路地野菜、果樹、 

  放牧などの土地利用型の他、

施設園芸、購入飼料を中心と

する畜産など多様な経営類型

での個別課題への提言 

○農地、労働、金融など経営 

  資源や補助金、税制の他、国

境措置など基本政策の提言 

○情報発信、広報活動 

○女性や若手の組織活動支援 

と意見反映 

○輸出促進への取り組み 

○各省庁との連携強化、支援施

策情報の収集と活用推進 

○６次産業化と農商工連携の推

進 

○労務管理、人材育成、事業継

承等に関する研究と研修の実

施 

○生産、加工、販売の技術向上 

○耕畜連携の推進 

○法令遵守の徹底 

   （社会保険加入等） 

○太陽光や小水力など再生可

能エネルギーの活用 

○公益法人制度改革への対応 

○魅力ある法人協会を目指し、 

  会員間の交流で会員 10％拡

大 

○アグリサポート倶楽部（ASC）

の会員拡大 

○都道府県会長会議の運営と

事務局との連携強化 

○年間事業計画の策定と進行

管理 

○情報通信技術の活用も含め

た会員間の迅速な意思疎通と

合意形成の促進 

【委員会の機能】 【委員会の機能】 【委員会の機能】 

ワーキンググループ 

ブ
ロ
ッ
ク 

（平成 25年 3月現在） 
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日本農業法人協会の活動紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

■調査・情報活動    

農業法人の実態や課題を把握し、自助

努力のポイントや提言の対象となる政

策・施策の参考データの収集に努めてい

ます。また、会員の経営改善に役立つ情

報提供に力を入れています。 

○「会員基礎調査」⇒会員の経営実態や

経営課題等について調査分析 

○調査レポートの公表（平成 24 年度） 

 ・「消費税の増税は農業経営にどう影

響するか」 

 ・「金融取引の円滑化に向けた財務状

況の自己点検」 

○「アグリビジネス経営塾」の発信⇒税

務、労務、マーケティング、経営紹介

など、年間 40 回以上にわたって情報

提供しています。 

○「耳より通信」の発信⇒新しい制度や

事業の紹介やお得な経営関連情報な

どをタイムリーに提供しています。 

○会員の生産情報の公開⇒会員間での

取引・連携を深めるため、web 上の会

員専用ページで、希望する会員の生産

（商品）情報を公開しています。 

○耕畜連携マッチング情報の公開⇒飼

料作物などの仕入及び出荷希望情報

を会員専用ページで提供し、会員同士

が直接交渉する機会を設けています。 

 

■提案・提言活動    

 政府や政党との意見交換や審議会、研

究会への会員の参加を通じて、日本農業 

法人協会の考えを伝えています。 

平成 24 年度の主な取組は以下のとお

りです。 

○TPP に関する政府との意見交換会 

○消費税の価格転嫁対策に関する意見

交換会 

○新たな農業経営指標検討会 

○JA 全中との意見交換会 

○全国農業会議所との意見交換会 

○九州北部豪雨に関する要望書提出 

○農業法人白書 2011 発表 

○東京電力へ要望書提出・申し入れ 

○民主党・税制改正要望ヒアリング 

○公明党・平成 25 年度予算及び税制改

正要望ヒアリング 

○自民党・税制改正要望ヒアリング 

○農水省・経営局長との意見交換会 

○石破茂・自民党幹事長との意見交換会 

○林芳正農林水産大臣との意見交換会 

○「わが国農業のあるべき姿の実現に向

けた提言-プロ農業者の目線から-」

（中間取りまとめ）発表 

 

 
林農林水産大臣との意見交換 

 日本農業法人協会は、農業経営者が組織する団体として、会員の相互研さんや

わが国の農業・農村の発展に資する提案・提言活動、農業の人材確保・育成活動、

会員の経営改善支援など、様々な活動を実施しています。 

 各種セミナーや情報交換会、実需者との産地見学交流会などの開催、政府・国

会等への政策提言や各種要望など、経営者団体だからこそできる活動を展開して

います。また、農業法人の実態を広く知っていただくため、農業法人白書の発刊

やファーマーズ＆キッズフェスタなどのイベントを開催しています。 
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■研修・教育活動    

 各界の著名人を講師に迎えるトップ

セミナーや課題別の研修会を開催し、自

己啓発や農業経営者としての能力開発

を目指しています。 

【平成 24 年度実績】 

○トップセミナーⅠ 

 「自立型姿勢で日本を、世界を変え

る！日本のプロ農業への期待！そし

て未来デザインのすすめ！」 

 講師：フードコンサルタント 

柿澤一（かきざわ・ひとし）氏 

○トップセミナーⅡ 

 「モスフードサービスの取組と農業法

人への期待」 

 講師：(株)モスフードサービス取締役

商品本部長 

後藤幸一（ごとう・こういち）氏 

○課題別セミナー 

 ①農業施策に関する説明と意見交換

会 

 ②若手会セミナー（ファーマーズ＆キ

ッズフェスタ、新しい流通構造、世

界を耕す、ドリームプランプレゼン

テーション） 

 ③農業向けファンドの活用について 

 ④国産農畜産物の輸出に向けて 

 ⑤法人経営の課題と解決（販路開拓、

財務、資金繰り） 

※この他、全国７ブロックで研修交流会

を開催しています。 

 

 

セミナー風景 

■経営改善支援活動    

 会員の経営改善支援に資する様々な

取組を実施しています。 

○農業経営診断事業の実施⇒無担保・無

保証人の「スーパーＬ円滑化貸付・法

人特例枠」を希望する法人に対し、経

営診断を実施しています。 

○ビジネスマッチング等の支援 ⇒ 

（社）日本フードサービス協会・（社）

日本総菜協会との連携で、産地見学・

商談・交流会を開催しています。 

○会員限定の傷害保険制度の推進⇒ 

従業員などを対象とした団体割引保

険料を適用した傷害保険制度の推進

を図っています。 

○経営のセーフティーネット活動（会員

限定） 

 ①食品あんしん制度の推進⇒食品の

製造・加工事業における異物混入や

食中毒等に備えたＰＬ保険及び各

種費用損害に対する保険制度です。 

 ②農業版天候デリバティブ⇒自然災

害のリスクによる減収に対して補

償金を支払う制度です。 

 ③直売所保険制度⇒直売所で発生す

る様々な事故に対応できる保険制

度です。 

 

産地見学・商談会（ほ場見学） 

   
商談会風景 
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○農産品の輸出に向けた情報収集と 

調査活動⇒日本貿易振興機構（JETRO）

や NPO 日本食レストラン海外普及推

進機構（JRO）との連携・協力による

海外派遣ミッション及び招聘事業・商

談交流会の開催等を支援しています。 

 

■人材確保・育成活動    

法人経営に有用な人材の確保や円滑

な新規就農に結びつける取組など、様々

なフェイズの人材確保と育成について

対応する取組を行っています。 

○合同会社説明会の開催⇒全国農業会

議所との共催で、東京や大阪を中心に

１年間に 10 回程度、農業法人などに

就職したい人の説明・相談会を実施し

ています。 

○農業インターンシップ事業の実施⇒ 

農業法人での農業体験・就業体験を希

望する学生、社会人、採用内定者を対

象にインターンシップ事業を実施し

ています。 

○外国人技能実習生の研修・受入事業の

実施⇒外国人技能実習生の受入に必

要な研修事業と実習生を受け入れた

会員企業への監査指導を実施してい

ます。 

 

合同会社説明会（東京） 

 

外国人技能実習生研修会 

■啓発・普及活動    

農業の楽しさや大切さ、食料の安定供

給に農業法人が果たしている役割を広

く PR し、元気な農業を発信することで

日本を元気にしたいと考えています。 

○ファーマーズ＆キッズフェスタの開

催⇒「農業と子供の元気が日本を元気

にする」をテーマに、「観る」、「食

べる」、「遊ぶ」、「学ぶ」の４つの

視点から日本農業法人協会のメッセ

ージを発信するメインイベントです。 

○農業法人白書の刊行⇒農業法人の規

模や経営課題、今後の事業展開の意向

など、農業法人の“いま”をコンパク

トに取りまとめた資料です。 

○講師斡旋活動の実施⇒日本農業法人

協会に登録する先進的な農業経営者

が、農業経営の法人化や経営の多角化

などについて適切なアドバイスをし

ています。 

 

 

 

 

ファーマーズ＆キッズフェスタの風景 
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開 催 決 定 ！

よろしくお願い申し上げます

今回から「農業の未来の種をまく」というテーマの元に、全出展
者から「日本農業との繋がりや、日本農業へのメッセージ」「子
供たちへのメッセージ」を発信して頂くことにしました。
また、農業法人協会としての発信を強めるための企画、地方の伝
統芸能など農業に根ざした様々なコンテンツの充実、若手会や学
生の活躍する場を広げます。
サブタイトルの通り「農業と子供の元気」をもっともっと強くでき
る、進化した「ファーマーズ＆キッズフェスタ」にご期待下さい！

「第４回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１３」

お問い合わせ先

TEL:03-6268-9500 E-Mail　arai@nca.or.jp

ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会事務局
（公益社団法人日本農業法人協会内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　新井

「ファーマーズ＆キッズフェスタ2012」会場風景

開催日　2013年11月9日（土）・10日（日）10:00～16:00

場所　日比谷公園

観る 中西圭三さん×ファーマーズミュージック！のコラボレーション
子供たちによる太鼓、農業にまつわる各地の伝統芸能などがやってきます！

食べる 子供たちが田植えから収穫までを行った「キッズアグリプロジェクト」の無農薬米が販売！
全国のプロ農業者が軽トラックで集まり、採れたて農産物をお届けします！

遊ぶ 都心に巨大トラクターや動物園が！毎年大人気の「あひるレース」や、

ステージを使った○×クイズなど、一日中楽しめるテントがいっぱい！

学ぶ 縄細工や干し柿作り、お米の食べ比べなど、農業を身近に感じて学べるワークショ

ップがたくさん開催されます。

４ ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１３
～農業と子供の元気が日本を元気にする～

農業の未来の種をまく

■前回の実績：第3回ファーマーズ＆キッズフェスタ2012は、11月10日（土）、11日（日）に開催。
　入場者は２日間で64,000 人（11/10（土）37,500人/ 11/11（日）26,500人）でした。
　来場者の多くは「小さい子を連れたファミリー」。子供達に楽しんでもらえるショーやワークショップ、
　プロ農業者が作った農産物、加工品の販売など約90のテントが出展されました。
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【基本理念】 
 

■ 食料の供給責任を果たします。 

 

■ 地域社会の発展と環境保全に貢献します。 

 

■ 熱き農業のプロを育てます。 

 

【目  標】 
 

世界最高品質の農業経営を実現し、  

その成果によって社会を幸福にします。 

 
 

 

農業法人白書(2012 年版) 2013 年 5 月発行 
定価：2,571 円(本体 2,381 円、消費税 190 円) 

発行：公益社団法人日本農業法人協会 
http://www.hojin.or.jp  nogyo@hojin.or.jp 
〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 中央労働基準協会ビル 1階 

TEL：03-6268-9500 FAX：03-3237-6811  

 

我々公益社団法人日本農業法人協会は、 

“農業の未来を拓く会”です。 
 

日本農業法人協会 VISION2007 より 




